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Ⅰ 業務執行体制
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業 務 執 行 体 制 

 

１  組 織 機 構 

総務企画部、保健福祉環境部、産業経済部及び建設部の４部21課(９室)２分所で組

織されている。 

 

２ 令和８年度組織の主な改正 

地域の実態に即し、今後の重点課題に即応した対応ができるよう、庄内総合支庁各

課における業務分担を精査し、組織体制を見直した。 

（1） 連携支援室の体制強化【総務課】 

令和８年度から公立化された東北公益文科大学の地域と連携した機能強化を図る

ため、連携支援室に職員（一般事務）を１名増員した。 

（2） 観光振興室の体制強化【地域産業経済課】 

ＪＲ東日本が地域と連携しながら交流人口などの増加を目指す取組みである「重

点共創エリア」に庄内エリアが指定されたことに伴う山形庄内夏の観光キャンペー

ン展開等に向けて、職員（一般職）を２名増員した。 

（3） 水産振興課の廃止 

水産行政・試験研究の一体的展開等を図るため新設された水産技術振興センター

（農林水産部所管）への水産行政事務の移管に伴い、水産振興課を廃止した。 

 

３ 職員数（定数）               令和８年４月１日現在 単位：人 

 令和８年度 令和７年度 増  減 

総務企画部  ７７  ７８ ▲１ 

保健福祉環境部  ９１  ９１ ±０ 

産業経済部 １７７ ２０２ ▲２５ 

建設部 １３６ １３５ ＋１ 

合計 ４８１ ５０６ ▲２５ 
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令和８年４月１日現在

課長級以上 課長補佐級 主査級 係長級 一般級 合計

総務企画部 総務課 6 8 7 4 15 40

税務課 1 6 6 7 17 37

計 7 14 13 11 32 77

保健福祉環境部 保健企画課 4 3 6 6 9 28

生活衛生課 1 5 1 1 8 16

地域保健福祉課 2 3 6 1 10 22

こども家庭支援課 1 2 2 2 4 11

環境課 2 3 3 2 4 14

計 10 16 18 12 35 91

産業経済部 地域産業経済課 4 6 5 5 7 27

農業振興課 1 4 1 3 5 14

農業技術普及課 4 6 3 6 18 37

酒田農業技術普及課 1 9 1 1 5 17

農村計画課 3 4 1 3 9 20

農村整備課 2 6 4 2 14 28

森林整備課 2 5 2 6 9 24

家畜保健衛生課 2 3 1 4 10

計 19 43 18 26 71 177

建設部 建設総務課 2 6 4 1 10 23

用地課 1 2 1 2 6

道路計画課 2 6 7 4 17 36

河川砂防課 2 5 7 4 16 34

建築課 1 2 1 2 3 9

鶴岡分所 11 11

酒田分所 10 10

荒沢ダム管理課 1 1 5 7

計 8 22 20 12 74 136

44 95 69 61 212 481

部・課（所）名

庄内総合支庁職員配置表

合 計
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（庄内北部新エネ産業振興室）

（観光振興室）

道路計画課 鶴岡分所

（検査室）

地域保健福祉課

こども家庭支援課

環境課

地域産業経済課

荒沢ダム管理課

農業振興課

農業技術普及課

（産地研究室）

酒田分所

河川砂防課

建築課

用地課

酒田農業技術普及課

農村計画課

農村整備課

森林整備課

（庄内地域豪雨災害復旧対策室）

〈 組　織　図 〉

庄内総合支庁

（森づくり推進室）

家畜保健衛生課

建設総務課

総務企画部

保健福祉環境部

産業経済部

建設部

総務課

（連携支援室）

（防災安全室）

（出納室）

税務課

保健企画課

生活衛生課
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Ⅱ 令和８年度当初予算の概要 
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（単位：千円）

① ② ③＝②−① ③/①

地域企画調整推進費 部毎内訳

R７年度 R８年度 増減額

総 務 企 画 部 5,932 5,938 6
保健福祉環境部 1,105 955 ▲ 150
産 業 経 済 部 1,666 1,666 0
建 設 部 574 572 ▲ 2

計 9,277 9,131 ▲ 146

小   計 11,369 11,018 ▲351 ▲3.1%

やまがた緑環境税
基金充当事業予算 470 470 0 - 

小   計 470 470 0 - 

政 策 経 費
（ 通 常 分 ） 262,269 243,655 ▲18,614 ▲7.1%

経 常 経 費 201,179 168,848 ▲32,331 ▲16.1%

小   計 463,448 412,503 ▲50,945 ▲11.0%

475,287 423,991 ▲51,296 ▲10.8%

876 816 ▲60 ▲6.8%

6,180 6,686 506 8.2%

8,693 6,350 ▲2,343 ▲27.0%

15,749 13,852 ▲1,897 ▲12.0%

※
※

※
 

農林水産部の所管部経由予算に位置づけられている。
当該一覧表には、公共事業は含まれていない。

所管部経由予算については、産業振興施策予算を計上している。
産業振興施策（商工・観光・農林水産）に係る総合支庁事業については、産業労働部・観光文化スポーツ部・

合   計 491,036 437,843 ▲53,193 ▲10.8%

計

所
管
部
経
由
予
算

（
産
業
振
興
施
策
）

商 工 分 野 ・地域若者人材確保対策事業

観 光 分 野 ・出羽庄内四季のテーマ観光推進事業

農 林 水 産 分 野

・果樹産地強化プロジェクト事業
・葉茎菜類等産地強化プロジェクト事業
・花き産地強化プロジェクト事業
・地域園芸産地技術支援事業
・農産物等流通戦略推進事業
・６次産業化総合推進事業

直
接
要
求
予
算

【地域予算】

計

【税活用予算】

・出羽庄内公益の森づくり事業費

・ 総合支庁管理運営費、保健所管理運営費、産
地研究推進費、家畜保健衛生所運営費 等

・離島振興対策事業費、会計年度任用職員費 等

▲1.6%

広 聴 広 報 経 費 639 595 ▲44 ▲6.9%

地域企画調整推進費 9,277 9,131 ▲146

地 域 政 策 推 進 費 1,453 1,292

【総合支庁運営経費】

令和８年度 庄内総合支庁当初予算の概要

▲161 ▲11.1%

【総括】

区  分
R７年度

当初予算額
R８年度

当初予算額
対前年度

主 な 事 業増減額 増減率
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【主な事業一覧】

１「庄内」の人々の暮らしを支える活力あふれる地域コミュニティの形成
（１）次代を担う若者の地元定着促進に向けた取組みの強化

概 要区分予算額予算
区分事業名担当課番号

・小中学生を対象に地域の魅力を体験す
る講座の実施（拡充）

・高校生を対象に地域課題解決を考える
ワークショップの実施（新規）

拡充2,056地若者地元魅力発見促進
事業総務課①

・地元情報誌を活用した高校生による地
域の魅力発信600地

庄内地域課題解決推進
事業（庄内地域広域情報
発信）

総務課②

・多様な活動を行っているロールモデル
による講演等の実施新規344地暮らしたくなる庄内魅

力発信事業総務課③

・女子中学生を対象に地元企業や地域で活
躍する女性との交流バスツアーの実施拡充750本女性・若者活躍推進事

業
こども家庭支
援課④

・中高生を対象に地元企業の職業体験会
「WAKU WAKU WORK」の開催

・小中高生、大学生等を対象に地元企業
の職場見学会「WAKU WAKU Open 
Company」の実施

356所地域若者人材確保対策
事業（地元定着率向上）

地域産業経済
課⑤

・建設業に対する興味・関心を啓発する
体験型イベントの開催等350地庄内を支える建設業への

若者就業促進事業建設総務課⑥

地 直接要求予算（地域予算） ：総合支庁が要求し執行
基 直接要求予算（やまがた緑環境税基金）：やまがた緑環境税基金を財源として総合支庁が要求し執行
所 所管部経由予算（産業振興施策） ：総合支庁の施策立案により本庁が予算を要求し総合支庁が執行
本 本庁要求予算 ：本庁が要求し管内で執行（一部本庁執行分を含む）

予算区分

単位：千円

（２）地域を挙げたふるさと回帰促進に向けた取組みの加速

概 要区分予算額予算
区分事業名担当課番号

・女性対象のオンライン移住セミナーの
開催

・大学生の交流バスツアーの実施（新規）
拡充1,557地庄内地域転入促進事業総務課連携支

援室⑦

・「庄内地域版企業情報ガイドブック」
の作成400地

庄内地域課題解決推進
事業（庄内企業情報発信
強化）

地域産業経済
課⑧

・学生・ＵＩＪターン希望者向けに庄内
地域の企業説明会の開催等460所地域若者人材確保対策

事業
地域産業経済
課⑨

・進学予定の高校生等が県内企業の魅力
を知るための交流会等の実施

392
(全県)本

若者育成・産業人材確
保推進事業（地域産業理
解促進）

地域産業経済
課⑩

（県内回帰促進）

単位：千円
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（３）誰もが活躍し、安心していきいきと暮らせる地域づくりの推進 単位：千円

概 要区分予算額予算
区分事業名担当課番号

・地域の活性化を目的とした地域団体に
よる交流活動への助成500地庄内地域交流活動支援

事業
総務課連携支
援室⑪

・⾶島の活性化に向けた島⺠との意見交
換会の開催260地⾶島活性化応援事業総務課連携支

援室⑫

・関係人口創出のための大学や企業を対
象としたフィールドワークの実施4,838本⾶島関係人口創出・拡

大事業
総務課連携支
援室⑬

・市町と合同の地震津波避難訓練の実施
・防災士向け研修会への講師派遣の実施

（新規）
拡充621地地震津波災害対策推進

事業
総務課防災安
全室⑭

・食支援活動に係る連携体制の構築（新規）
・食支援フォーラムの開催
・食支援の取組み等の情報発信（新規）

拡充271地在宅における食支援連
携促進事業保健企画課⑮

・事業所製品の販路拡大に向けた研修会
の開催、マッチング支援（拡充）

・事業所の受託作業の受注拡大に向けた
情報発信（新規）

・農福連携に係るマッチングや事業所で生
産した農産物の販路拡大の支援（拡充）

拡充384地障がい者就労事業所製
品販売力等強化事業

地域保健福祉
課⑯

・ボランティア仲人を対象としたスキル
アップセミナーの開催

・市町と連携した広域的な婚活イベント
の開催

300地庄内地域結婚支援活動
促進事業

こども家庭支
援課⑰

・⾶島を舞台とした環境教育事業の実施
及び漂着物の回収

・学生ボランティア等による漂着物の回
収を通じた発生抑制の啓発

29,820
(全県)本海岸漂着物対策推進事

業環境課⑱

・目撃情報収集公開システムの整備・運
用（新規）

・県管理河川の藪の刈払い
・市町村や学校への専門家の派遣

拡充
428,455

の一部
(全県)

本
山形県版クマ被害対策
パッケージ
（持続可能な捕獲体制等整備
事業ほか）

環境課⑲

・農村ＲＭＯの形成のためのワークショ
ップの実施

44,748
(全県)本やまがた未来くる農村

イノベーション事業農村計画課⑳

・甚大な松くい虫被害が発生している庄内
海岸林の再生に向けた被害木の伐採や
抵抗性クロマツの植栽等の対策の強化

・松くい虫被害が少ないエリアにおける
被害木の伐採や薬剤散布による徹底防除

1,121,000
うちR7.12補

810,100
うちR7.2補

38,000

本
庄内海岸林再生事業
（松くい虫対策関連の事業をま
とめたもの）

森林整備課㉑

・森づくり活動リーダー研修の実施
・森の案内人養成講座の実施470基出羽庄内公益の森づく

り事業
森林整備課森
づくり推進室㉒

(⾶島関連21,252)
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２「庄内」の強みを活かし高い付加価値を創出する産業群の形成
（１）庄内地域発の「イノベーション」の促進

概 要区分予算額予算
区分事業名担当課番号

・就農研修資金、新規就農時の経営資金、
雇用就農の促進に向けた資金の交付な
ど新規就農に係る総合的な支援

543,316
(全県)本新規就農総合支援事業農業振興課㉓

・市町村協議会等が行う侵入防止柵の設
置、追い払い及び緊急捕獲活動等への
支援

・地域が行う鳥獣被害防止対策へのアド
バイザー派遣等の支援

220,604
(全県)本有害鳥獣被害防止対策

推進事業農業振興課㉔

・気象条件に応じた庄内柿の高品質生産
・「カット干し柿」の製造方法の検討588所果樹産地強化プロジェ

クト事業（庄内柿）
農業技術普及
課㉕

・冷房貯蔵大苗栽培技術の地域適応性検
討等新規275所

花き産地強化プロジェ
クト事業（トルコぎきょ
う）

農業技術普及
課㉖

・衛星リモートセンシング技術を活用し
た水稲生産管理システムの新機能（刈
取適期情報等）の実証と改善

6,405
(全県)本スマート農業技術普及

推進事業
農業技術普及
課・酒田農業
技術普及課

㉗

・大粒ぶどう、アンデスメロン、カラー
等の安定生産及び多収技術の開発1,744所地域園芸産地技術支援

事業
農業技術普及
課産地研究室㉘

・ハウス⻑期どり栽培における収量確保
技術の確立等312所

葉茎菜類等産地強化プ
ロジェクト事業（アス
パラガス）

酒田農業技術
普及課㉙

・担い手への農地の集積・集約化、低コ
スト・省力化及び高付加価値化の推進
に向けた、ほ場の大区画化、水田の凡
用化等の基盤整備

2,870,190
(全県)本

水田農業低コスト・高
付加価値化基盤整備関
係事業

農村計画課・
農村整備課㉚

・円滑な森林整備と燃料等の効率的な生
産・利用を行うための基幹林道の整備

334,533
(全県)本森林整備事業（⺠有林

林道）森林整備課㉛

単位：千円

（２）「食」を基軸とする多様な交流の拡大

概 要区分予算額予算
区分事業名担当課番号

・「食の都庄内」を牽引する若手生産者や
料理人等を紹介する動画の制作（新規）

・「食の都庄内」親善大使を活用したガ
ストロノミーツーリズムの開催（新規）

・アスパラガスの首都圏市場等へのＰＲ
活動の実施（新規）

・庄内産スダチのロゴマークを使った情
報発信（新規）

拡充3,212所農産物等流通戦略推進
事業

地域産業経済
課・農業振興
課

㉜

・ウイスキーと地元食材のマッチングに
よる食の魅力発信（新規）新規219所６次産業化総合推進事

業
地域産業経済
課㉝

単位：千円
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（３）「空」と「海」のゲートウェイを起点とする交流拡大の推進

概 要区分予算額予算
区分事業名担当課番号

・ＪＲ東日本重点共創エリアのオープニ
ングイベントの開催（新規）

・庄内冬の観光キャンペーンの実施
・クルーズ船寄港時のおもてなしの実施

拡充6,686所出羽庄内四季のテーマ
観光推進事業

地域産業経済
課観光振興室㉞

・外航クルーズ船の寄港拡大に向けたプ
ロモーションの展開や受入態勢の整備拡充14,797本外航クルーズ船誘客事

業
地域産業経済
課観光振興室㉟

・まるっと鳥海わくわくキャンペーン
（広域周遊スタンプラリー）の開催

・鳥海山・⾶島ジオパーク認定商品購入
キャンペーンの実施

1,266地秋田広域連携推進事業地域産業経済
課観光振興室㊱

・羽越本線利用者を対象とした誘客キャ
ンペーンの開催

・インバウンド向けファムトリップの実施
400地魅力ある観光圏形成

推進事業
地域産業経済
課観光振興室㊲

単位：千円
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概 要区分予算額予算
区分事業名担当課番号

・令和６年７月大雨で被災した農地・農
業用施設の復旧工事の実施

6,344,701
(全県)本

農地・農業用施設災害
復旧事業（令和６年７月
大雨関係分）

農村計画課・
農村整備課㊳

・日本海沿岸東北自動車道及び新庄酒田
道路等の整備促進・早期全線事業化に
向けたセミナーの開催

222地
庄内発！格子状ネット
ワーク全線開通促進活
動事業

道路計画課㊴

・公共⼟木施設の⻑寿命化計画に基づく
点検、補修、更新

13,808,393
(全県)本道路施設⻑寿命化対策

事業道路計画課㊵

・令和６年７月大雨で被災した荒瀬川の
改良復旧工事の実施892,500本

建設災害関連改良対策
事業（令和６年７月大雨
関係分）

河川砂防課㊶

・令和６年７月大雨で被災した公共⼟木
施設の復旧工事の実施

5,907,514
(全県)本建設災害復旧事業（令

和６年７月大雨関係）河川砂防課㊷

概 要区分予算額予算
区分事業名担当課番号

・羽田乗継及び冬期間の利用拡大のため 

の割引クーポンの発行 

・関係人口創出事業参加者への助成 

・インバウンド向け旅行商品造成 支援
（新規）

拡充22,650本
航空ネットワーク拡充
事業《空港利用拡大推進
事業（庄内空港）》

総務課連携支
援室㊸

・庄内空港ビルの国際線施設整備に向け
た基本・実施設計の実施59,583本

航空ネットワーク拡充
事業《庄内空港機能強化
事業》

総務課連携支
援室㊹

・山形・庄内両空港の機能強化に向けた
将来ビジョン策定 、概略設計等拡充98,830 

(全県)本空港整備事業《空港機
能強化検討調査》

総務課連携支
援室㊺

（３）再生可能エネルギーを活用した地域経済活性化や地域資源活用によるエネルギー地産地消の促進

概 要区分予算額予算
区分事業名担当課番号

・再エネ導入に係る研修会の開催
・再エネ導入の助成制度や省エネ等に

関する普及啓発の実施
145本エネルギー戦略推進事

業環境課㊻

３「庄内」の交流・発展を支える社会基盤の形成
（１）広域交流の拡大や安全安心な暮らしを支える格子状ネットワークの整備促進と災害に強い

県土づくりの推進

（２）庄内空港、酒田港の利用拡大に向けた取組みの加速

※㊸の予算額には、令和７年度補正予算（政府補正予算対応分）を含む 単位：千円

単位：千円

単位：千円
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Ⅲ 総務企画部 
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副主幹
（兼）課長補佐

課長補佐 シニア専門員 総務主査
（総務担当） （総合相談） （兼）総務係長

課長補佐
（企画調整担当）

職員主査
（兼）職員係長

シニア専門員
（審査出納）

課長補佐
（総括・課税収納担当）

シニア専門員
（課税）

シニア専門員
（収納・押切駐在）

課長補佐
（納税管理担当）

課税主査(3) 課税第一担当(8)

派遣(3)

連携支援室長 連携支援主査(2) 連携支援室(3)室長補佐

防災安全専門員

企画調整担当(1)

職員係(2)

企画調整主査(2)

総務企画部長 総務課長

総務係(6)

職員専門員

総務企画部組織図

納税主査 納税担当(8)

管理主査 管理担当(3)

納税専門員

課税専門員 課税主査 課税第二担当(4)

防災安全室長 防災安全主査 防災安全室(2)

出納室長 出納室(2)

税務課長

収納担当
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総務課（連携支援室、防災安全室、出納室） 
 

１課３課内室体制により、全庁的事務の調整、部内の連絡調整、文書管理、広報広聴、

情報公開、県民相談、旅券事務、県有財産の管理、庁舎管理、公舎管理、部内の経理、

宗教法人、総合発展計画の推進、予算、決算、監査、内部統制、ＮＰＯ法人の認証、政

治団体、選挙、議会、職員の人事・給与・福利厚生、市町との連携推進、空港の利用促

進、鉄道・地域公共交通対策、離島振興、移住定住の促進、若者の地域定着・回帰の促

進、危機管理対策、防災対策、国民保護対策、消防体制、交通安全、消費者安全、防犯

対策、会計事務の審査等に関する事務を分掌している。 

 

１ 令和８年度の基本方針 

庄内総合支庁では、平成25年度から県民満足度を高めるための「おもてなし力向上」

に取り組んでいる。県民の立場、視点で行動することを心がけ、思いやりの意識を醸

成し、庄内総合支庁の行動が心地よく県民に映るように進めていく。また、県情報を

分かりやすく迅速に提供するよう心がけ、情報発信していく。 

第４次山形県総合発展計画における庄内地域の発展方向（目指す姿）の実現に向け、

市町支援の強化を図るため、地域課題の把握と共有、市町間の連携調整、市町との連

携・協働に向けた取組み等、総合支庁の力を結集して市町に対するサポート機能を発

揮していく。 

北朝鮮のミサイル発射や家畜重要疾病などへの危機管理体制を整備推進するととも

に、自然災害等に備え、防災訓練や防災意識の啓発に継続的に取り組んでいく。また、

交通安全、消費者安全、防犯対策等、地域と密着した取組みを通して、安全・安心な

地域づくりを推進する。 

  財務関係法令等を基本に、これまでに実施された会計検査院検査、定期監査及び会

計事務指導検査の結果を踏まえ、予算執行の合理性や効率性の観点を重視しながら、

適正な審査及び指導を行う。 

 

２ 令和８年度の重点目標 （総務係・企画調整担当・職員係） 

(1) 地域の課題に柔軟かつ迅速に対応していくため、職員の意識改革とともに、効果 

的、効率的な組織体制を検討する。 

(2) 事業効果を最大限に発揮できるよう、計画的かつ効果的、効率的な事業執行に努

める。 

(3) 県行政に対する理解向上を図るため、行政情報の発信力を高める。 

(4) 職員の接遇能力の向上を図り、県民サービスの向上と円滑な事務処理につなげて 

いくとともに、適正な特別休暇の取得について、より一層理解を深め、県民からの 

信頼回復に努めていく。 

(5) 小中学生及び保護者が地域の魅力を体験する講座や高校生が地域の課題を考える

ワークショップを実施し、郷土愛の醸成や若者の地元定着・回帰を促進する。 
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３　令和８年度の事業計画

　(1)　県有財産管理

　　ア　行政財産
　　　　庄内総合支庁で管理している行政財産は下表のとおりである。

令和8年4月1日現在

名　　称 建物延面積(㎡) 土　　地(㎡) 備　　考

庄 内 総 合 支 庁 11,802.53 25,760.31 

庄内総合支庁分庁舎 2,332.50 10,215.22 

飛 島 公 衆 ト イ レ 19.04 0.00 敷地は酒田市から借受け

農 業 技 術 普 及 課 1,391.70 6,975.71 

農 業 技 術 普 及 課
産 地 研 究 室

4,817.54 106,942.00 

酒田農業技術普及課 2,429.68 5,308.77 

眺 海 の 森 1,081.49 60,573.17 

家 畜 保 健 衛 生 課 1,233.89 7,600.43 

温 海 支 所 422.93 1,280.41 

鶴 岡 分 所 1,930.28 3,966.20 

酒 田 分 所 2,415.98 3,720.92 

酒田分所北新町車庫 195.64 0.00 敷地は教育財産(酒田西高定時制）
除雪車両車庫として活用

余 目 詰 所 198.31 2,864.45 

動 物 愛 護 セ ン タ ー
動 物 管 理 セ ン タ ー

296.18 1,016.40 

湯ノ台油水分離施設 133.53 0.00 

計 30,701.22 236,223.99 
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　　イ　普通財産

　　　　庄内総合支庁で管理している普通財産は下表のとおりである。

令和8年4月1日現在

建物延面積(㎡) 土　地(㎡) 棟　数 戸　数

鶴　岡　市 6,496.97 11,534.05 5 110 

酒　田　市 4,773.45 7,998.82 4 84 

三　川　町 2,000.91 3,765.08 2 36 

計 13,271.33 23,297.95 11 230 

鶴　岡　市 0.00 12,455.17 0 －

酒　田　市 0.00 3,164.85 0 －

三　川　町 1,334.54 3,989.32 4 －

庄　内　町 0.00 336.93 0 －

遊　佐　町 0.00 1,756.71 0 －

計 1,334.54 21,702.98 4 －

14,605.87 45,000.93 15 230 

　(2)　自動車管理

　庄内総合支庁（独立庁舎等を除く）で管理している公用車は下表のとおりである。

令和8年4月1日現在

乗用車 小型貨物等 軽自動車 合　計

12 4 0 16 

10 14 1 25 

18 7 0 25 

17 11 2 30 

57 36 3 96 

 （3）庁舎及び施設の管理

総 務 企 画 部

公
舎

そ
の
他
の
普
通
財
産

区　分

合計

※　その他の普通財産とは、今後の利用が予定されているが、利用開始時期に至っていない
　財産等で庄内総合支庁で管理を所管している普通財産。

所　属

保健福祉環境部

産 業 経 済 部

建    設    部

計

 　休日、夜間の庁舎管理は警備員(委託業者)が当っている。電気、電話、エレベー
 ター設備の保守点検及び庁内清掃、庭園管理等については、業者委託を行ってい
 る。
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(4) 職員の健康管理・健康増進 

職員の健康の保持増進を図るため、各種健康診断及び保健指導、ストレスチェッ 

ク等によるメンタルヘルス対策、たばこ対策等を実施する。 

(5) 職員の福利厚生事業 

職員の健康増進及び職務能率の向上に資するため、各種事業を実施する。 

(6) 広報・広聴事業 

県政への理解と協力を得るため、県民との対話集会、県政に対する意見、要望・

陳情、相談等の対応窓口として、総合案内窓口を設置する等の各種事業を実施する。 

ア  県民との対話、交流事業 

知事が直接県民に接し、県民の生の声を聞くための広聴事業を本庁担当課と連

携して実施する。 

また、職員が、住民主催の集会等に出向き、県が行う事業や最新の施策、制度

等の情報提供を行う「地域ふれあい講座」を実施する。 

イ 県民の声の把握 

県政に対する意見や提言など幅広く県民の声を把握し、これらを県政に生かし、 

また、県政運営の参考にする。 

ウ 県民相談 

県民から寄せられる苦情や相談などに対応する窓口として総合案内窓口を置き、 

常時担当者が対応にあたる。 

エ 地域からの情報発信 

県ホームページ・ＳＮＳを活用し、庄内地域の話題を県内外に情報発信すると

ともに、県政広報テレビ・ラジオを活用し、地域における行政施策や地域づくり

に向けた様々な取組みを紹介する。 

オ パブリシティ 

行政の様々な情報を地域に積極的に提供し、また、地域の意見等を総合支庁の

事業や施策に反映させるため、庄内支庁記者会と連携を図りながら、総合支庁長

記者懇談、記者発表等を行う。 

(7) 庄内地域の発展に向けた取組みの推進 

第４次山形県総合発展計画における庄内地域実施計画（令和７年度～11年度）の 

目標達成に向け、着実な事業展開を図る。 

(8) 郷土愛醸成の促進 

小中学生及び保護者を対象とした地域の自然や文化、食、歴史などを学ぶ親子体

験講座を実施し、郷土愛の醸成を促進する。 

(9) 若者の地元定着・回帰の促進 

高校生を対象に、庄内地域の課題解決を考えるワークショップの実施により、若

者の郷土への愛着や誇り（シビックプライド）を育み、地元定着・回帰を促進する。 

(10) 選挙事務の適正な管理執行等 

県選挙管理委員会で執行する選挙について適切に対応するとともに、市町選挙管 

理委員会で執行する各選挙について適正に実施されるよう助言等を行う。 
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連携支援室 

 

１  令和８年度の重点目標 

(1) 市町との連携を推進し、総合支庁の総力を結集した総合的な市町支援を行う。 

(2) 管内市町、地元企業等との連携体制を構築し、公立化した東北公益文科大学の機 

能強化を図る。 

(3) 庄内地域の空の玄関口である庄内空港の利用促進を図るとともに、鉄道の沿線活 

性化や地域公共交通対策に取り組む。 

(4) 過疎化や高齢化が進む山形県唯一の離島「飛島」の活性化に取り組む。 

(5) 首都圏等から庄内地域への移住定住の促進を図る。特に、若者や女性のふるさと 

回帰・定着を促進する。 

 

２  令和８年度の事業計画 

  (1) 地域課題の解決に向けた市町へのサポート機能の強化 

管内市町の企画調整担当課長を定期的に訪問し、行財政課題等に係る情報共有・

意見交換を行い、各市町の抱える課題等を把握する。把握した課題の中から共通の

テーマを抽出し、庄内広域連携課題調整会議（副市町長会議）で検討を行う。併せ

て市町から受けた相談・要望内容を県所管部に伝達して所要の対応を依頼する。 

(2) 東北公益文科大学の機能強化 

   大学の機能強化の中核となる産学官連携プラットフォームの創設とともに、大学、

庄内地域２市３町と協議しながら、地域課題を捉えた共同研究テーマの選定、研究

内容の設計などを進める。 

(3) 空港の利用促進、鉄道・地域公共交通対策 

ア 庄内空港の利用促進 

庄内空港利用振興協議会が実施する増便期間・冬季間等を中心とした重点的な

利用促進事業の展開、おいしい庄内空港ファンクラブ会員を対象にした観光需要

の喚起、持続的な航空需要創出に向けた取組みやインバウンドの拡大に向けた情

報発信の展開等により、通年５便化に繋げていくための利用拡大の取組みを強化

する。 

併せて、空港ビルの内際分離を含めた庄内空港の機能強化の方向性について関

係者と議論を深め、山形・庄内空港将来ビジョン策定に向けた検討を進める。 

イ 鉄道の高速化・沿線活性化 

山形県庄内地区羽越新幹線整備実現同盟会と連携して羽越新幹線の早期実現や

羽越本線の機能強化、羽越本線及び陸羽西線における沿線活性化の取組みを推進

する。 

  ウ 地域公共交通対策 

    山形県地域公共交通計画を推進するとともに、管内市町の公共交通の現状と課

題の把握、課題解決に向けた対応策の検討を行ったうえ、次期山形県地域公共交

通計画のエリア別目標を設定し、地域全体の交通利便性の向上を図る。 
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(4) 離島振興の推進 

ア 酒田市等と連携した「持続可能な飛島づくりプロジェクト」による施策の展開

等を通じて離島振興を図る。また、現地の視察や島民・関係者との意見交換を通

じて、離島振興計画に掲げる目標の達成に向けた新たな施策展開を進める。 

イ 酒田市や関係団体と連携して、大学や企業等の団体に短期プロジェクトの立案

と島内でのフィールドワークに取り組んでもらう飛島関係人口創出・拡大事業を

実施し、飛島の活性化を図る。 

(5) 移住定住の促進 

(一社）ふるさとやまがた移住・定住促進センターや管内市町等と連携し、庄内

で暮らすことの魅力等の発信を行う。併せて、庄内出身者が多い都市部での大学生

等を対象としたＵターン促進イベントや、女性を対象としたオンライン移住セミナ

ーを開催し、若者や女性のふるさと回帰・定着を促進していく。 

 

 

防災安全室 

 

１ 令和８年度の重点目標 

(1) 北朝鮮のミサイル発射や家畜重要疾病などへの危機管理体制の整備の推進 

(2) 地震、津波、豪雨、火山噴火等への防災対策の推進 

(3) 職員の危機管理意識及び災害対応力の向上 

(4) 令和６年７月25日からの大雨災害に関する復旧・復興の推進 

(5) 安全・安心な県民生活の確保に向けた取組みの推進 

 

２ 令和８年度の事業計画 

(1) 危機管理体制の整備 

緊急事態、自然災害に適切かつ迅速に対応するため、庄内総合支庁危機管理要綱 

  に基づき管内の危機管理体制を整備する。 

ア 平時における組織 

庄内総合支庁危機管理連絡調整会議 

  イ 緊急事態発生時の組織 

庄内総合支庁関係課長等対策会議、庄内総合支庁危機管理対策会議、危機対策

本部庄内支部 

ウ 各種対応マニュアルの整備点検 

(2) 国民保護体制の整備 

武力攻撃事態、緊急対処事態等発生時に国民保護のための措置を適切かつ迅速に

遂行するため、活動マニュアルを整備点検する。 

 (3) 防災対策 

ア 庄内地域地震・津波等災害対策連絡協議会を通して、市町や関係機関と連携し

た地震・津波避難訓練や災害対応力の向上に向けた研修会を開催する。 
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イ 市町が開催する防災士向け研修会への講師派遣を行う。 

ウ 地域住民の防災意識の向上のため、地域ふれあい講座を実施する。 

エ 自主防災組織の活性化を図るため、自主防災組織リーダー研修会を実施する。 

オ 職員の災害対応力の向上のため、図上訓練等を実施する。 

(4) 令和６年７月25日からの大雨災害に関する復旧・復興の庁内推進体制の整備 

  被災者の生活再建、公共インフラ等の復旧に係る取組状況や課題等について庁内

で定期的に情報を共有し、円滑な復旧・復興の取組みを進める。 

(5) 消防組織との連携 

市町の消防組織と連絡調整を行うとともに、教育訓練等への参画・協力を行う。 

(6) 災害防止等に係る保安対策 

高圧ガス保安法、液化石油ガス法、火薬類取締法、武器等製造法、電気工事業法

等に関し、適正な事務を行う。 

(7) 交通安全対策 

庄内地方交通安全対策協議会を推進母体として、管内市町、警察等関係団体と連 

携し、各種交通安全運動を展開する。また、交通安全専門指導員による保育園・幼

稚園等での啓発活動を実施するとともに、交通事故相談員を配置して交通事故に関

する相談に応じる。 

(8) 消費者安全の推進 

消費生活が多様化・複雑化するなかで、消費者の安全を確保するため、庄内消費 

生活センターに相談員を配置し、消費生活に関する様々な相談や苦情に応じるとと

もに、消費者教育コーディネーターを通して注意喚起等の啓発活動を実施する。 

(9) 安全で安心なまちづくりの推進（防犯対策） 

山形県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進計画に基づき、警察署や庁内関係

課と連携して地域住民の防犯意識の向上を図る。 

 

 

出納室 
  

１ 令和８年度の重点目標 

(1) 出納審査事務を通じ、管内42公所の適正な財務会計事務執行の確保に努める。 

(2) 会計事務の実地指導検査や職員研修会等を通して、会計事務職員の資質向上に貢 

献する。 

 

２ 令和８年度の事業計画 

(1) 支出負担行為の正確かつ迅速な審査の実施 

管内42公所の支出について、支出負担行為の審査を行うとともに、出納室におけ

る現金払いや債権者登録時の書類確認を徹底する。加えて、事業平準化のために事

前審査を推進する。 

(2) 計画的な会計事務指導検査の実施 
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財務規則第24条に基づく指導及び検査を会計局会計課と協力して実施する。 

(3) 管内公所会計事務研修会等の開催 

最近の制度改正等留意事項の周知徹底など財務会計事務担当職員及び所属出納員 

の資質向上を目的に、研修会の開催、情報紙（step-up 庄内）の発行を行う。 
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第３項公所 職員数 所属 第６項公所 職員数

 庄内総合支庁 410  庄内教育事務所 28

第６項公所 職員数  金峰少年自然の家 7

 農業技術普及課 22  致道館中学校 19

 酒田農業技術普及課 17  致道館高等学校 74

 家畜保健衛生課 10  鶴岡工業高等学校 65

建
設
部

 荒沢ダム管理課 7  鶴岡中央高等学校 64

 庄内空港事務所 15  加茂水産高等学校 42

 消防学校 5  庄内農業高等学校 36

 庄内食肉衛生検査所 18  庄内総合高等学校 55

 庄内児童相談所 25  酒田東高等学校 56

 鶴岡乳児院 22  酒田西高等学校 51

 こども医療療育センター
 庄内支所

15  酒田光陵高等学校 94

 鳥海学園 32  遊佐高等学校 19

 知的障がい者更生相談所
 庄内支所

0  鶴岡養護学校 101.5

 工業技術センター
 庄内試験場

12  鶴岡高等養護学校 44

 産業技術短期大学校
 庄内校

24  酒田特別支援学校 73.5

 庄内職業能力開発センター 5 829.0

 農業総合研究センター
 水田農業研究所
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 農業総合研究センター
 養豚研究所

9 所属 第６項公所 職員数

 病害虫防除所
 庄内支所

2  庄内警察署 33

 水産技術振興センター 26  酒田警察署 175

 水産技術振興センター水産
 振興部

27  鶴岡警察署 178

 港湾事務所 21 386

 庄内総合支庁産業経済部
 農業技術普及課産地研究室

15

760 1,975

み
ら
い

企
画
創

造
部

教
　
　
　
　
育
　
　
　
　
委
　
　
　
　
員
　
　
　
　
会

教　育　委　員　会　計

警
察
本
部

県
土

整
備

部 警　察　本　部　計

し
あ
わ
せ

子
育
て

応
援
部

健
康
福
祉
部

産
業
労
働
部

農
林
水
産
部

産
業
経
済
部

庄
内
総
合
支
庁

防
災
く
ら

し
安
心
部

（財務規則別表第１第３項公所１　第６項公所40　非公所1　　計42公所）

非公所

知　事　部　局　計 管　　内　　合　　計

庄内総合支庁総務課が担当している公所一覧

令和8年4月1日

所属

所属
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税 務 課 
 

課税第一担当、課税第二担当、納税担当、管理担当及び収納担当（押切駐

在）の５担当で、個人県民税、法人県民税、個人事業税、法人事業税、不動産

取得税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税、鉱区税、狩猟税及び産業

廃棄物税の 11 税目に関する事務を分掌している。 

 

１ 令和８年度の基本方針 

(1) 税務行政の公平・適正な執行と納税意識の啓発・納税秩序の確立 

税務職員は、県税の役割とその重要性を十分認識し、常に公平・適正な 

賦課徴収の実現を図りながら税収の確保に努めるとともに、自主納税の 

推進及び納税環境の整備のほか、滞納処分の厳正かつ効率的な執行を図 

ることによって、納税意識の啓発と納税秩序の確立に努める。 

(2) 信頼される税務行政の推進と綱紀の保持 

税務職員は、納税者に対しては、常に誠実な態度で応対し、適切な助言

を行い、信頼される税務行政の推進に努めるとともに、その執行にあたっ

ては、県民全体の奉仕者としての自覚と誇りを持ち、県民の負託に応えら

れるよう、綱紀の保持に努める。 

(3) 税務行政の効率化と組織の活性化 

税務職員一人ひとりが自らの能力を活かすとともに、組織として統合力

を発揮し、専門化・複雑化する税務行政を効率的かつ効果的に執行する。

また、管理職員等を中心に人を育む職場環境の整備に努めるとともに、職

員が協力し合い、互いに意欲と能力を高め合いながら組織の活性化を図っ

ていく。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 県税収入の大きな割合を占める個人県民税の収入確保に向けた市町と 

の連携強化 

(2) 計画的・効率的な滞納整理の実施による県税収入未済額圧縮の推進 

(3) 公平・適正な課税を推進するため、課税担当における調査の強化 
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調定額 調定伸長率 収入済額 収入率 ２月補正後予算 Ｒ６決算比

9,278 115.3 7,021 75.7 36,783 114.2

457 110.1 464 98.3 2,511 98.1

- - - - 445 337.7

257 96.5 251 97.9 1,209 99.2

4,766 111.2 4,935 99.1 24,240 95.5

- - - - 26,054 98.1

486 131.8 461 94.8 1,979 101.6

- - - - 1,135 98.1

27 98.4 27 100.0 99 95.4

2,676 99.9 2,271 84.8 8,204 96.2

環境性能割 262 97.0 265 97.0 1,368 107.7

種別割 3,405 98.5 3,402 99.9 15,173 98.4

1 100.0 1 100.0 2 92.4

1 108.0 1 100.0 3 94.9

48 415.3 48 100.0 195 126.8

- - - - 0 皆減

21,662 109.3 19,146 87.3 119,400 102.4

※ 百万円未満を四捨五入しているため各税目の合計と合計欄の数字が一致しない場合がある。

狩猟税

産業廃棄物税

旧法による税

合　　　計

※ 法人二税の収入済額が調定額を上回っているのは、収入済額に過誤納額を含んでいる（過誤納額は翌月以降に
還付又は充当)ことによる。

※ 自動車税(環境性能割)の収入済額が調定額を上回っているのは、自動車登録を円滑に進めるため、(一社)日本
自動車販売協会連合会等において、当該税用の証紙に代わる「始動票札」を事前に一定額購入している(実績との
差は翌月以降に精算)ことによる。

県たばこ税

ゴルフ場利用税

軽油引取税

自
動
車
税

鉱区税

法人県民税

県民税利子割

個人事業税

法人事業税

地方消費税

不動産取得税

令和7年度 県税の状況

（R8年3月末現在、現滞計）
（　単 位：百万円、％　）

税　　　目
庄内総合支庁 山形県

個人県民税
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Ⅳ 保健福祉環境部 
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※　庄内保健所に含まない

保健福祉環境部　組織図

保健企画課長

企画調整専門
員

副主幹
(兼)課長補佐

課長補佐
(医薬事担当)

保
健
福
祉
環
境
部
長

医
療
監
兼
庄
内
保
健
所
長

シニア専門員

課長補佐
(食品衛生担当)

課長補佐
(総括・営業衛生担当）

乳肉衛生管理
専門員

地域保健福祉
課長

生活衛生課長

地域保健主幹
感染症対策主
査(兼)感染症
対策係長

食品衛生主査

検査室長

総務係(5)

福祉企画主査

乳肉衛生管理
担当(2)

企画調整担当
(2)

医薬事担当(2)

検査室(3)

営業衛生担当
(1)

地域福祉支援
担当(1)

食品衛生担当
(3)

感染症対策係
(6)

総務主査
(兼)総務係長

企画調整主査

医薬事主査

健康増進担当
(兼1)

健康増進主査
(2)

生活福祉支援
担当(3)

精神保健福祉
主査(2)

子育て支援・
女性青少年主
査

課長補佐
(総括・精神保健福祉担当)

福祉指導主査

地域福祉支援
専門員

海岸漂着物対
策主査

シニア専門員

課長補佐
(総括・子育て支援女性青少年担当)

課長補佐
(保健支援担当)

環境保全担当
(2)

保健支援担当
(3)

環境企画・自
然環境担当(2)

廃棄物・海岸
漂着物担当(2)

福祉指導担当
(5)

子育て支援・
女性青少年担
当(3)

精神保健福祉
担当(2)

保健支援主査

シニア専門員

環境保全専門
員

廃棄物･海岸漂
着物対策主幹

廃棄物対策主
査(2)

地域福祉支援
主査

生活福祉支援
主査

課長補佐
(総括・環境自然担当)

環境課長　※

こども家庭
支援課長

精神保健福祉
主幹

( )
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保健企画課 
 

総務係、企画調整担当、医薬事担当、感染症対策係及び健康増進担当の２係３担当で、

部内の企画調整及び予算経理、課内の庶務、保健医療計画・地域医療構想の推進、保健

衛生・社会保障統計、人口動態統計、医療・薬事の監視・指導、献血の推進、薬物乱用

防止対策、感染症・結核対策等感染症予防対策、生活習慣病対策、健康づくりの推進等

に関する事務を分掌している。 

 

１ 令和８年度基本方針 

「第８次山形県保健医療計画」において設定した目標の達成及び、地域医療構想の

実現に向けた取組みを推進するため、地域の保健医療関係者との協議の場を設ける。 

医療や医薬品等の安全に関する地域住民の関心が高まってきており、医療等の安全

安心を確保するため、医療機関・薬局等への立入検査を強化していく。 

国際化の進展に伴い、海外由来感染症への迅速な対応が求められていることを踏ま

え、新型インフルエンザ等の新興再興感染症対応を含む円滑な感染症危機管理対策を

推進する。 

地域保健・医療及び公衆衛生に理解のある医師・看護師の養成･確保のため、臨床

研修指定病院や看護師養成学校と協力し、地域保健研修や学生の現場実習を実施する。

また、管内市町の地域保健関係職員の資質向上のための支援を実施していく。 

「第２次健康やまがた安心プラン」の施策を着実に実施し、減塩や野菜の摂取量増

加など食生活の改善や、受動喫煙対策に引き続き取り組んでいく。 

在宅における食支援連携体制整備を図るため、「食支援フォーラム」等を開催し、関

係機関が連携しやすい環境づくりや一般住民に対する食支援の普及啓発を推進する。 

大規模災害等が発生した場合において、適切かつ迅速に公衆衛生活動を実施できる

体制整備を推進する。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 感染症・結核対策の推進 

ア 感染症危機管理体制の整備充実 

イ 感染症の正しい知識の普及及び予防啓発   

ウ 結核に関する予防対策及び適切な患者支援の推進 

 (2) 健康で安心して暮らせる社会づくり 

ア 庄内地域入退院ルールの運用などの在宅医療と介護との連携推進 

イ 在宅における食支援の推進 

ウ 生活習慣病対策の推進 

エ 医師、看護師の養成・確保の推進 

オ 管内保健師人材育成体制整備の推進 
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カ 大規模災害等発生時における公衆衛生活動の体制整備 

(3) 庄内二次保健医療圏における地域医療の充実と医療等の安全・安心の確保 

ア 第８次山形県保健医療計画（地域編）の推進 

イ 山形県地域医療構想の実現に向けた取組み 

ウ 医療機関の指導、薬事・毒物劇物監視等による関係法令の遵守徹底及び住民の 

安全確保 

エ 救急医療体制の整備確保 

  

３ 令和８年度の事業計画 

(1) 感染症対策 

ア 感染症危機管理体制の整備充実 

(ｱ) 山形県新型インフルエンザ等対策行動計画等に基づいた各種対策の検討・実  

施 

    (ｲ) 庄内ＡＭＲ（薬剤耐性）等対策ネットワーク会議の開催 

(ｳ) 高病原性鳥インフルエンザに係る保健衛生班の研修会の開催及び行動マニュ 

アル等の見直し 

(ｴ) 麻しん及び風しん発生予防及びまん延の防止 

    (ｵ) 庄内地域感染症情報ネットワーク事業による関係機関との情報の共有 

    (ｶ) 感染症患者発生に備えた対応訓練研修会等の実施 

イ 予防及び防疫対策 

   (ｱ) 感染症に関する正しい知識の普及、予防啓発、情報提供及び相談対応 

   (ｲ) 感染症発生動向調査事業（感染症サーベイランス）による情報の収集・提供 

   (ｳ) 感染症発生時の患者等への疫学調査、健康診断の実施及び保健指導 

   (ｴ) 感染症の集団発生予防のための研修会の開催 

   (ｵ) 高齢者施設等における感染対策指導の実施 

  ウ 予防接種対策 

   (ｱ) 予防接種に関する情報の収集・提供、相談対応 

   (ｲ) 麻しん及び風しん予防接種の積極的な勧奨・啓発 

  エ 後天性免疫不全症候群対策、梅毒及び性器クラミジア感染症対策 

(ｱ) エイズ、梅毒及び性器クラミジア感染症に関する相談・血液検査の実施 

    （毎週火曜日午前 9 時 20 分～午前 11 時 30 分） 

   (ｲ) ＨＩＶ検査普及週間における臨時検査の実施 

   (ｳ) 世界エイズデーキャンペーンの実施 

   (ｴ) 事業所等における健康教育研修会の開催 

オ ウイルス性肝炎対策 

   (ｱ) Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎に関する相談・肝炎ウイルス検査の実施  

    （毎週火曜日午前 9 時 20 分～午前 11 時 30 分） 

   (ｲ) ウイルス性肝炎及び肝がん・重度肝硬変入院医療費助成申請事務 

   (ｳ) 県が実施する肝炎ウイルス検査陽性者のフォローアップ及び肝炎医療コー 

ディネーター養成講習会への協力 
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   (ｴ) 山形県ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る検査費用助成申請 

事務 

      (ｵ) 日本肝炎デー、肝臓週間における啓発 

(2) 結核対策 

ア 患者支援 

(ｱ) 新規登録時及び随時の訪問指導 

   (ｲ) 医療機関との連携による治療状況の把握 

(ｳ) 治療完遂のためＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）による服薬支援 

   (ｴ) 管理検診の実施 

   (ｵ) 定期病状報告による情報管理 

  イ 接触者健康診断の実施 

   (ｱ) 積極的疫学調査に基づく、患者家族等の接触者を対象とする健康診断の実施 

   (ｲ) 事業所や施設等において集団感染が疑われる場合の集団健康診断の実施 

  ウ 予防対策 

   (ｱ) 医療機関や社会福祉施設等を対象とした研修会の開催 

   (ｲ) 結核予防週間における予防啓発事業の実施 

  エ 感染症診査協議会の開催 (月 2 回程度) 

  オ 結核医療費の公費負担申請事務 

  カ 結核予防費補助金の交付事務 

  キ 感染症発生動向調査事業（結核）による情報の収集・提供 

(3) 在宅医療提供体制整備の推進 

ア 在宅医療専門部会の開催 

イ 医療関係団体等の取組みへの支援 

ウ 庄内地域入退院ルールの運用 

エ 病院以外の看取り対応の強化  

(4) 第 8 次山形県保健医療計画地域編の推進 

 ア 庄内地域保健医療協議会の開催 

 イ 地域医療構想調整会議の開催 

(5) 管内市町保健師人材育成体制整備の推進 

ア 保健師統括者会議の開催 

イ 保健師等を対象とした研修会の開催 

(6) 庄内保健所保健師人材育成体制整備の推進 

ア 保健師教育ワーキングチームによる検討・整備 

イ 保健師業務研究会の開催 

(7) 医師・看護師確保・養成のための研修・実習受入 

ア 臨床研修医を対象とした保健所研修の受入れ 

イ 地域医療実習受入事業の実施 

ウ 小中高生、保護者を対象とした看護師の仕事を学ぶ学習会の開催 

エ 高校生を対象とした看護師体験セミナーの開催 

オ 医学生・看護学生実習の実施 
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カ 看護師等学校養成所への講師派遣 

(8) 保健衛生･社会保障統計調査 

ア 定期調査 

人口動態調査、病院報告、医療施設動態調査、国民生活基礎調査、社会保障・人 

口問題基礎調査、地域保健・健康増進事業報告、医療施設静態調査、患者調査、 

受療行動調査、医師・歯科医師・薬剤師調査 

(9) 医療機関等の指導 

ア 病院、診療所、施術所、歯科技工所等への立入検査の実施 

イ 医療機関等に係る許認可等事務 

ウ 医療従事者の免許申請受付事務 

(10) 地域救急医療対策の推進 

ア メディカルコントロール体制の推進 

(11) 医薬品・毒物劇物の安全確保対策 

ア 薬事関係施設・毒物劇物営業施設等への立入検査の実施 

イ 薬局、医薬品販売業等に係る許認可等事務（医薬品、医療機器等の品質、有効 

性及び安全性の確保等に関する法律） 

ウ 毒物及び劇物登録等事務（毒物及び劇物取締法） 

エ 「薬と健康の週間」(10 月)等を通じて、医薬品の適正使用など薬事知識の普及 

啓発 

(12) 麻薬・覚醒剤等の適正管理 

ア 麻薬・覚醒剤等施用機関及び取扱施設への立入検査の実施 

イ 麻薬取扱者の免許関係事務（麻薬及び向精神薬取締法） 

(13) 薬物乱用防止啓発活動の推進 

ア 大麻・けし不正栽培防止を図るため巡回監視の実施 

イ 関係機関等と連携し、薬物乱用防止啓発運動の実施 

(14) 献血の推進 

ア 市町及び血液センターとの連携による、効果的な献血事業の実施 

イ 献血推進員による協力団体等の確保と献血思想の普及啓発の実施 

ウ 円滑な移動採血事業の実施を目的とした、市町献血担当者会議の開催 

(15) 骨髄バンク登録業務等の推進 

ア 骨髄移植の推進を目的とした骨髄提供希望者の献血会場での啓発及び受付推進 

  イ 移植医療関係団体と連携した啓発活動の実施 

(16) 健康づくりの推進 

  ア 生活習慣病対策事業 

   (ｱ) 関係職員を対象とした健康づくり関連研修会の開催 

   (ｲ) 地域・職域連携事業の推進 

   (ｳ) 糖尿病の予防・重症化予防の推進 

   (ｴ) がん検診受診の普及啓発 

   (ｵ) 出前講座等の実施 

  イ 栄養改善の推進 
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   (ｱ) 特定給食施設の栄養管理指導 

   (ｲ) 栄養成分表示等の指導    

(ｳ) 減塩・野菜摂取量増加に向けた食環境整備 

   (ｴ) 公衆栄養学実習生の受入れ 

   (ｵ) 栄養・食生活関連団体の育成 

   (ｶ) 健康栄養調査の実施 

  ウ 管理栄養士・栄養士免許に関する事務 

  エ 在宅における食支援の推進 

(ｱ) 「食支援フォーラム」の開催 

(ｲ) 一般住民への普及啓発 

  オ 受動喫煙防止対策の推進 

   (ｱ) 事業所、飲食店等における受動喫煙防止対策の推進 

   (ｲ) 改正健康増進法に基づく義務違反への対応 

  カ 歯科保健の推進 

  キ 石綿（アスベスト）による健康被害救済制度に関すること 

   (ｱ) 石綿健康被害救済制度申請窓口 

   (ｲ) 石綿に関する健康相談 

(17) 大規模災害等発生時における公衆衛生活動の体制整備 

  ア 大規模災害発生時の庄内総合支庁保健福祉環境部（庄内保健所）活動マニュア 

ルの整備、点検 

  イ 大規模災害発生時の庄内総合支庁保健福祉環境部（庄内保健所）活動マニュア 

ルを活用した研修・訓練の実施 

  ウ 庄内地域保健医療福祉調整本部の体制整備 
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生活衛生課（検査室） 

 

食品衛生担当、乳肉衛生管理担当、営業衛生担当及び検査室で構成され、食品安全の

確保、動物の愛護及び管理（狂犬病予防を含む）、水道事業や理容美容業等の生活衛生

関係営業に関する衛生確保、食品衛生監視に係る収去検査やレジオネラ対策に係る試験

検査等の事務を分掌している。 

また、検査室では、上記の業務に係る検査のほか、感染症や食中毒等の行政検査、一

般住民や事業所等からの依頼に応じた試験検査を行う。 

 

１ 令和８年度の基本方針 

当課(室）が所管する生活衛生関連事業は住民の健康に深く関わっており、その衛

生確保は安全安心な日常生活を営む上で非常に重要である。 

近年、食品衛生にあってはカンピロバクターやアニサキスによる食中毒、ノロウイ

ルスによる大規模な集団食中毒、ふぐ・きのこ・有害植物等の自然毒による食中毒、

営業衛生にあってはレジオネラ属菌による入浴施設等の汚染や衛生害虫による健康被

害等、解決すべき課題が数多く発生している。 

これらの問題に適切に対応し、生活衛生に関する安全安心を確保するため、必要な

事業を計画的に実施する。 

山形県動物愛護管理推進計画に基づき、動物愛護精神の醸成、動物の飼い主への適

正飼養の普及啓発を通し、人と動物が共生するための環境整備に取り組む。さらに、

飼養管理基準の具体化に伴い、動物取扱業者の計画的な巡回・指導を行い、法令遵守

の徹底を図る。 

検査業務においては、大規模化・複雑化する食中毒事案や流通食品の多様化に対応

するため、ＧＬＰ（検査室業務管理基準）に則した迅速で信頼性の高い検査業務を推

進するとともに、一般県民、事業所等からの依頼を受けて、検便、食品検査、浴槽水

検査等を迅速かつ的確に実施する。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 食中毒事故未然防止のため、計画的に食品等事業者に対する監視指導・収去検査

を行う。 

(2) ＨＡＣＣＰ（危害要因分析・重要管理点方式）に沿った衛生管理の徹底、適正な

食品表示等に関する衛生講習会・啓発事業を行う。 

(3) 飼い主への動物の適正飼養等についての普及啓発を行う。第一種動物取扱業者の

飼養管理基準の遵守のため、巡回・指導を強化する。 

(4) 飲料水の安全を図るため、水道施設立入検査、広域水道における断水対応訓練等

の事業を行う。 

(5) 入浴施設に対するレジオネラ症防止対策の指導を行う。 
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３ 令和８年度の事業計画 

(1) 食品衛生事業 

ア 食品衛生監視指導 

山形県食品衛生監視指導計画に基づき、管内における具体的な監視計画を策定

し、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を指導する。 

イ 食品製造業に対する重点監視 

食品製造施設においては、ＨＡＣＣＰによる自主的な衛生管理を徹底させると

ともに、大規模あるいは広域流通食品製造業においては、健康被害の拡大を防止

するため、食品の規格基準の遵守、記録の保存とトレーサビリティの確保につい

て指導を強化する。 

ウ 食品の流通・販売店に対する監視指導 

流通・販売店において、不潔・異物混入等の不良食品のほか、保存基準及び食

品表示法に基づく表示基準に違反する食品の排除に努めるとともに、食品の衛生

的取扱いについて指導啓発を行う。 

エ 適正な食品表示の確保 

11月の「食品適正表示推進月間」には、食品等事業者等の食品表示に関する監

視指導を強化するとともに、食品等事業者・消費者に対する研修会等を開催し、

食品表示法に基づく食品表示制度や適正な表示について普及啓発を図る。 

オ 食中毒防止対策 

(ｱ) 旅館、仕出し・弁当調製施設等の多食提供施設に対し、計画的に監視指導を

実施する。 

(ｲ) 学校、病院及び福祉施設等の集団給食施設に対し衛生指導を行うとともに、

食中毒防止対策について関係機関と連携を図りながら衛生講習会を開催する。 

(ｳ) 「夏期食品等監視強化月間（７月）」、「食品衛生月間（８月）」、「食肉衛生月

間（９月）」、「きのこ食中毒予防月間（10月）」及び「年末食品等監視強化月間

（12月）」には営業者に対する指導を強化するとともに、消費者に対しても食

品衛生に関する啓発活動を積極的に行う。 

カ 食品の収去検査 

管内で製造販売される食品について、微生物学的検査のほか、残留農薬、有害

物質及び放射性物質に関して計画的に収去検査を実施し、検査結果を監視指導に

積極的に活用する。 

キ 食品等事業者の自主的な衛生管理体制等の推進 

鶴岡地区及び酒田地区食品衛生協会の育成と食品衛生指導員の活動を促進し、

食品営業施設の衛生確保並びにＨＡＣＣＰによる自主管理を推進する。 

ク 水道水以外の飲用に適する水を使用する食品営業施設への指導強化 

「飲用に適する水を使用する食品関係施設の衛生指導要領」に基づき、当該営

業施設に対する監視指導を強化し、井戸水等に起因する事故を未然に防止する。 

(2) 調理師に関する事業 

調理師に係る免許申請・交付事務、各種変更手続き及び調理師試験関連事務を行 

う。 
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(3) 乳肉衛生事業 

ア 乳・乳飲料及び乳製品等に関する安全性確保のため、営業施設への監視指導を

強化し、定期的に収去検査を実施する。 

イ 食肉及び食肉製品等の安全性を確保するため、９月の「食肉衛生月間」を中心

とした監視指導・収去検査を計画的に実施する。 

ウ 「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、食鳥が適正に

処理されるよう食鳥処理施設への定期的な監視指導を実施する。 

エ 魚介類及びその加工品を取扱う営業施設に対し、計画的に監視指導を実施して

魚介類等の衛生確保を図る。 

オ ふぐによる食中毒を防止するため、「山形県ふぐ取扱指導要綱」に基づき関係

営業者に対する指導を徹底する。 

カ 鶏卵取扱い事業者について、鶏卵及び液卵の安全性を確保するため、営業施設

への監視指導を強化し、定期的に収去検査を実施する。 

(4) 狂犬病予防事業 

ア 市町及び獣医師会が実施する犬の登録、狂犬病予防注射業務に協力し、業務の

徹底を図る。 

イ 犬による咬傷事故及び危害発生並びに近隣住民への迷惑や環境汚染の未然防止

を図るため、飼い主へ適正管理の指導を行うとともに、リーフレットの配布や広

報車による広報活動を実施する。 

ウ 苦情への対応及び巡回等により、放浪犬・放し飼い犬の一掃と飼い主への適正

管理指導を行う。 

(5) 動物の愛護及び管理事業 

ア 山形県動物愛護管理推進計画に基づき、動物愛護推進員の協力を得ながら、動

物愛護精神の醸成及び動物の適正飼養の普及啓発を図る。 

イ 愛玩動物の終生飼養の啓発を図るとともに、飼うことが困難になった犬猫の引

き取り要請に対して新たな里親探しを行うよう助言する等、引き取り数と致死処

分数の削減を図る。 

ウ 動物愛護精神に基づき動物の生きる機会を増やすため、捕獲犬や引取犬・猫の

譲渡事業を推進する。 

エ 動物取扱業者について飼養管理基準に関する講習会を事業規模・業種を踏まえ

複数回開催し、繁殖・販売に供する犬猫の適正な取り扱いについて啓発を強化す

るとともに、飼養施設・設備について基準に適合しているか立入検査を強化し、

法令遵守の徹底を図る。 

(6) 化製場等に関する事業 

ア 市町と連携し、化製場又は死亡獣畜取扱場の適正管理について指導を行う。 

(7) 生活衛生事業 

ア 旅館及び公衆浴場等の入浴施設を原因とするレジオネラ症防止のため、山形県

生活衛生監視指導計画に基づき監視指導を行い、条例に定める衛生管理を徹底す

る。 

イ 生活衛生関係営業施設（理容業・美容業・クリーニング業・興行場）の衛生水
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準の向上を図るため、山形県生活衛生監視指導計画に基づき監視指導を行う。 

ウ 特定建築物の環境衛生管理基準の遵守を図るため、山形県生活衛生監視指導計

画に基づく監視指導を行う。また、知事登録業の業務取扱いについて適正に指導

を行う。 

エ 遊泳用プールについては、その衛生基準を確保するため、山形県生活衛生監視

指導計画に基づき夏季における監視指導を行い、「遊泳用プールの衛生基準」及

び「プールの安全標準指針」の遵守を徹底する。 

オ 衛生害虫等に対する苦情相談について、関係機関と連携し適切な対応を図る。 

(8) 水道関係事業 

ア 安全な水道水の安定的供給を確保するため、水道法等に基づく水道事業者への

立入検査を行い、施設の適正な維持管理と水質検査の徹底について指導する。 

イ 庄内広域水道における断水対応について必要な措置を行う。 

ウ 飲用井戸等を使用する事業者に対し、「山形県飲用井戸等衛生対策要領」に基

づき衛生確保について指導する。 

(9) 温泉関係事業 

ア 旅館及び公衆浴場等温泉利用許可施設の監視指導を行うとともに、温泉成分の

分析と温泉成分掲示について指導し、施設の衛生水準の向上と利用者への正しい

情報の提供を推進する。 

イ 温泉利用施設に対し、浴用及び飲用の適正な温泉利用について指導する。 

(10) 住宅宿泊事業法に係る事務 

ア 事業者等に対して、法令の周知に努めるとともに、法令に基づく届出や報告等

の受理及び取締りを行う。 

 

 

検査室 

 

１ 令和８年度の重点目標 

(1) 感染症や食中毒等事件発生時における迅速な行政検査の実施 

(2) 食品収去検査におけるＧＬＰ（検査室業務管理基準）体制の推進 

 

２ 令和８年度の事業計画 

(1) 衛生学的検査 

ア 食品衛生法に基づく食品の収去検査（行政検査） 

イ 食中毒原因菌の検索（行政検査） 

ウ 感染症病原体の検索（行政検査） 

エ 一般及び業態者検便、食品検査、浴槽水検査等（依頼検査） 

オ 環境省「水浴に供される公共用水域の水質検査」に伴う海水浴場の水質検査

（行政検査） 

カ 保健企画課感染症対策担当が実施する相談事業に伴うＨＩＶ抗原抗体迅速検査
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（行政検査） 

※ 行政検査：事業課との連携の下、各事業を進める上で必要となる検査 

※ 依頼検査：一般住民、団体、食品関連企業等からの依頼を受けて有料で実施

する検査 

(2) 試験検査業務の信頼性確保（ＧＬＰ） 

ア 内部精度管理（自己検証・評価）の実施 

イ 外部精度管理の受検及び評価に基づく対策の実施 
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地域保健福祉課 
 

 地域福祉支援担当、生活福祉支援担当、福祉指導担当及び精神保健福祉担当の４担当

で、民生・児童委員の活動支援、高齢者や障がい者が地域で安心して暮らすための支援、

生活保護法や生活困窮者自立支援法に基づく生活支援、社会福祉法人・社会福祉施設の

認可・指導、介護保険サービス及び障がい福祉サービス事業者の運営指導、心の健康づ

くりや自殺予防対策などの事務を担当している。 

 

１ 令和８年度の基本方針 

  誰もが住み慣れた地域で安心していきいきと暮らし活躍できるよう、地域で見守り

支え合う体制の整備や、障がい者・生活困窮者に対する自立支援、適切な介護・障が

い福祉サービスの提供、心の健康づくり対策など、地域の課題を的確に捉えながら、

管内市町・関係機関等と連携して施策を推進する。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 地域包括ケアシステムの深化の促進 

高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支

援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた市町

の取組みを促進する。 

(2) 障がい者の自立支援の推進 

障がい者が地域で自立した生活を送ることができるよう、障がい者就労事業所の

工賃向上・多様な社会参画の促進及び農福連携を推進する。 

(3) 生活困窮者の自立促進 

各町及び生活困窮者自立相談支援事業の受託者等関係機関と連携して生活困窮者

を的確に支援し、自立を促進する。 

(4) 適切な介護・障がい福祉サービス提供の推進 

介護・障がい福祉サービス事業者等に指導・助言を行い、適切な福祉サービスの

提供を推進する。 

(5) 心の健康づくりの推進 

精神疾患及び精神障がいに関する正しい知識の普及啓発や、精神障がい者の地域

生活支援、在宅の精神障がい者やひきこもり状態にある方及びその家族等への相談

支援体制の整備、自殺予防対策を推進する。 

 

３ 令和８年度の事業計画 

(1) 地域包括ケアシステムの深化 

庄内管内市町の取組み情報共有などの連携を促進 

(2) 障がい者の自立支援 

ア 障がい者の就労支援の促進 

(ｱ) 障がい者就労事業所製品販売力等強化事業 

(ｲ) 農福連携の推進 
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イ 身体障害者手帳及び療育手帳の交付 

ウ 特別障害者手当、障害児福祉手当の給付 

エ 身体障がい者等用駐車施設利用証の交付 

オ ヘルプマークの交付 

(3) 地域福祉対策の推進 

ア 民生委員・児童委員全員対象研修会の開催 

イ 山形県老人クラブ活動助成費補助金の交付 

ウ 山形県高齢者健康いきいき活動支援事業費補助金の交付 

エ 庄内地域福祉有償運送運営協議会への参画 

オ 高齢者寿賀事業 

(4) 県単福祉医療による助成 

ア 子育て支援医療給付事業 

イ 重度心身障がい（児）者医療給付事業 

ウ ひとり親家庭等医療給付事業 

(5) 要保護者や生活困窮者等に対する援護活動の充実強化 

ア 各町及び民生委員等と連携した生活保護制度の適切な実施 

イ ハローワーク等の関係機関と連携した被保護者の自立に向けた支援 

ウ 生活困窮者からの相談への対応、及びその自立に向けたアセスメントの実施、

プランの作成 

(6) 適切な高齢者福祉サービス、障がい者福祉サービスの確保 

ア 社会福祉法人制度改革を踏まえた指導監督 

イ 社会福祉施設等の認可・指導 

ウ 介護（予防）サービス事業者の指定・指導 

エ 障がい福祉サ－ビス事業者の指定・指導 

オ 障害者総合支援法に係る保険者（市町）指導 

カ 社会福祉施設整備費補助金等の交付 

(7) 心の健康づくりの推進 

ア 精神保健福祉の推進  

(ｱ) 精神保健福祉法に係る入院制度及び移送制度の適正な運用 

(ｲ) 精神科医による精神保健福祉相談及び保健師による相談支援 

(ｳ) 精神障がい者の地域生活支援体制整備に向けた協議等や家族支援 

(ｴ) 心の健康づくりに関する知識の普及啓発及び支援者向け研修会 

(ｵ）精神科病院実施指導検査への協力 

イ ひきこもり支援の推進  

(ｱ) ひきこもり支援者向け研修会 

(ｲ) 関係機関と連携し、ひきこもり状態にある方及び家族への相談支援 

ウ 自殺予防対策の推進  

(ｱ) 支援者向け研修会及び自殺予防やこころの相談窓口周知に関する啓発 

(ｲ) 自死遺族のつどい 

エ 発達障がい者への支援 
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こども家庭支援課 
          

 子育て支援・女性青少年担当、保健支援担当の２担当で、子育て支援、ひとり親家庭

等福祉、女性・ＤＶ相談、青少年育成、男女共同参画、結婚支援、母子保健、難病対策

などに関する事務を分掌している。 

 

１ 令和８年度の基本方針 

急激な少子化の進行による人口減少と高齢化は、地域の社会経済全体に深刻な影響

を及ぼすことが懸念される。こうした状況を踏まえ、安心してこどもを生み、健やか

に育てられる地域の実現に向けて、子育て支援及び母子保健対策を推進する。 

併せて、青少年の健全育成及び男女共同参画の推進を図る。 

また、難病対策等を通じ、疾病を有する方への支援を実施する。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 子育て支援の推進 

仕事と子育てが両立できる環境を整備するため、多様な保育サ－ビスの取組みを

推進するとともに、市町やＮＰＯ等の関係団体と連携した子育て支援に関する研修

会の開催や情報発信を展開する。 

(2) 母子保健の推進 

   妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援体制の充実を図るとともに、医療的

ケア児や発達障がい児及び長期療養児の支援に携わる関係機関の連携体制を強化す

る。 

(3) 青少年健全育成及び男女共同参画の推進 

関係団体と連携して青少年の健全育成を図るとともに、「山形県男女共同参画計画」

の普及啓発を推進する。 

(4) 結婚支援の推進 

結婚支援に関わる関係機関と庄内地域の課題を共有し、庄内地域が一体となり結

婚支援の機運を醸成するとともに、「やまがた縁結びたい」などボランティア仲人の

スキルアップを図り、結婚を希望する方の出会いの機会を拡大する。 

 (5) こどもの居場所づくりの推進 

こども食堂などこどもの居場所づくりの取組みの地域全体への拡大を推進する。 

 

３ 令和８年度事業計画  

 (1) 子育て支援 

ア 子育て家庭の求める情報提供の推進 

庄内地域みんなで子育て応援団活動による研修会やイベントの開催と庄内子育

て情報サイト“ＴＯＭＯＮＩ”を活用した地域の子育て世代に向けた情報発信の

充実を図る。 
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イ 児童福祉施設等の整備 

○令和８年度整備計画（山形県子ども・子育て支援整備交付金等） 

施 設 種 別 市町村 整 備 内 容 

保育所 鶴岡市 大規模修繕等２か所 

認定こども園 
鶴岡市 大規模修繕等１か所、防犯対策２か所 

酒田市 改築１か所、大規模修繕等１か所、防犯対策 1 か所 

放課後児童クラブ 鶴岡市 改築５か所 

ウ 保育対策の充実 

働く女性の増加や就労形態の多様化に対応するため、認定こども園への移行を

希望する事業者等に対して助言を行うとともに、病児・病後児保育、一時預かり、

延長保育など特別保育機能の充実に対して市町と連携して支援する。 

エ 児童福祉施設等の運営指導 

    保育所等の児童福祉施設及び幼保連携型認定こども園に対する指導監査、並び

に認可外保育施設に対する立入調査を実施し、法令に基づく適正な事業運営及び

サービスの質の向上が図られるよう助言・指導を行う。 

  オ 特別児童扶養手当の支給 

    身体や知的発達、精神に障がいを有する 20 歳未満の子を養育している者に、

特別児童扶養手当を支給する。 

 (2) ひとり親家庭等福祉 

  ア 母子・父子・寡婦の自立支援、女性相談支援の実施 

母子家庭等の自立を促進するため、母子・父子自立支援員が関係機関と連携を

図りながら、子育て・生活・就業など総合的な相談・支援に対応する。 

  イ 母子父子寡婦福祉資金の貸付 

母子・父子・寡婦世帯の経済的自立と生活意欲の助長、また、その扶養してい

る児童の福祉を増進するため福祉資金の貸付を行う。 

ウ 児童扶養手当の支給 

        父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される世帯に､児童扶養手当を

支給する。 

エ 家庭児童相談の実施 

    市町、庄内児童相談所、児童家庭支援センタ－「シオン」、民生委員・児童委

員、児童福祉施設等関係機関と相互に連携を図りながら、要援護児童等に関する

適切な相談・支援を行う。 

オ ＤＶ相談・支援の実施 

課内に「庄内地域配偶者暴力相談支援センター」を設置するとともに、「庄内

地域ＤＶ被害者及び困難女性支援調整会議」を開催し、支援機関のネットワ－ク

のもとで相互に連携を図りながらＤＶ被害者及び困難な問題を抱える女性の保護

と相談・支援を行う。 
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(3) こどもの居場所づくり 

 本庁及び管内市町と連携し、こども食堂などのこどもの居場所づくりの取組み

を支援するとともに、開催日程等の情報を発信する。 

 (4) 青少年健全育成施策の推進 

  ア 「大人が変われば子どもも変わる」県民運動及び“いじめ・非行をなくそう”や

まがた県民運動の推進 

  イ 青少年健全育成条例に基づく立入調査の実施 

  ウ 青少年健全育成に関係する団体の事務局業務 

 (5) 男女共同参画に関する施策の推進 

  ア 女性・若者活躍推進事業の実施 

  イ 山形県男女共同参画センター「チェリア」事業への協力 

 (6) 結婚支援 

ア 庄内地域結婚支援機関連絡会議の開催 

イ ボランティア仲人の人材育成 

ウ 庄内地域結婚相談会の開催 

エ 広域連携婚活イベントの開催 

  オ やまがたハッピーサポートセンター事業への協力 

 (7) 母子保健 

ア 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の推進 

支援体制の充実に向け、市町や産科医療機関等との広域的調整や、支援者の支

援技術向上のための研修を行う。 

(ｱ) 市町母子保健担当者会議の開催 

(ｲ) 妊産婦支援広域連携連絡会議の開催 

(ｳ) 母子保健技術研修会の開催 

(ｴ) 妊産婦メンタルサポート事業の実施 

イ 不妊・不育症への支援 

不妊治療や不育症に関する検査費用の助成を行うとともに、不妊や不育症に関

する相談に対応する。 

(ｱ) 不妊治療費用(保険適用分)及び不妊検査費用の助成 

(ｲ) 不育症検査費用の助成 

ウ 性と健康の相談センター事業の実施 

性と健康の相談センターとして、思春期から更年期までの男女の健康づくりを

推進するため、情報提供や相談機会を提供する。 

 (8) 難病対策 

 ア 特定医療費（指定難病の医療費助成）申請受付・受給者証の交付 

イ 難病患者地域支援対策の推進 

関係機関と連携し難病患者と家族への相談支援を行うとともに、支援関係者に

よる地域課題の検討・協議を行い、在宅療養支援体制の整備を推進する。 

(ｱ) 庄内地域難病対策協議会の開催 

(ｲ) 在宅療養支援計画策定・評価事業（ケアプラン会議）の実施 
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(ｳ) 難病患者訪問相談の実施 

(ｴ) 在宅人工呼吸器装着難病患者のための「災害時緊急医療手帳等」作成支援 

 及び市町が作成する「災害時個別避難計画」への協力 

(ｵ) 県難病相談支援センター事業への協力 

 (9）疾病や障がいにより支援を必要とする児等への対応 

  ア 療育支援体制の推進 

疾病や障がい等により長期療養や支援を必要とする児が、適切な支援を継続的

に受けられるよう、支援者による事例検討会や連携支援体制の検討、協議を行う。 

(ｱ) 庄内地域療育連絡会全体連絡会の開催 

(ｲ) 庄内地域療育連絡会事例検討会の開催 

(ｳ) 庄内地域医療的ケア児支援連絡会議の開催  

    イ  発達障がい児への支援体制の推進 

発達障がい児及び診断は受けていないが配慮が必要な児への支援のあり方を検

討するとともに、支援者の理解促進や支援技術向上のための研修を行う。 

(ｱ) 庄内地域発達障がい児支援体制推進会議の開催 

(ｲ) 発達障がい支援シリーズ基礎講座の開催 

ウ 小児慢性特定疾病対策及び長期療養児への支援 

小児慢性特定疾病の児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費

の負担軽減と自立支援に向けて適切な療養指導を行う。 

(ｱ) 小児慢性特定疾病医療費助成申請受付・受給者証の交付  

(ｲ) 健康相談や訪問指導による療養支援 
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環 境 課 
 

 環境企画・自然環境担当、廃棄物・海岸漂着物担当及び環境保全担当の３担当で、自

然環境の保全、野生鳥獣の保護管理、再生可能エネルギーの導入拡大等によるカーボン

ニュートラルの推進、廃棄物対策や循環型社会形成の推進、水環境や大気環境の保全な

どに関する事務を分掌している。 

 

１ 令和８年度の基本方針 

(1)  庄内の恵まれた自然環境を保全するため、野生動植物の保護、自然との共生を

基調とした環境施策の推進を図る。 

(2) 「裸足で歩ける庄内海岸」の実現を目指し、海岸漂着物対策の推進を図る。 

(3)  安全で良好な生活環境を確保するため、大気、水、土壌などの環境を監視する 

とともに環境保全の取組みを推進する。 

(4) 「ゼロカーボンやまがた 2050」の実現に向け、再生可能エネルギーの導入拡大や

省エネの推進によりカーボンニュートラルを目指す。 

(5)  循環型社会の実現に向け、廃棄物の３Ｒ（発生抑制・再利用・リサイクル）及

び適正処理を推進する。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

庄内の山、川、海などの多様な自然環境を保全するため、以下の地域課題に重点的

に対応していく。 

(1) 海岸漂着物対策の推進 

    「第２次山形県海岸漂着物対策推進地域計画」に基づき海岸漂着物等地域対策

推進事業を活用し、関係者と連携・協働して普及啓発・環境教育など発生抑制対

策を進める。 

 (2) カーボンニュートラルの推進 

    「第４次山形県環境計画」及び「カーボンニュートラルやまがたアクションプ

ラン」を踏まえ、再生可能エネルギーの導入拡大や省エネの推進によりカーボン

ニュートラルを目指す。 

 (3) 環境産業の育成支援 

    「第３次山形県循環型社会形成推進計画」に基づき、廃棄物の適正処理及びリ

サイクルを担う環境関連産業の振興を図り、資源循環を推進する。 

 

３ 令和８年度の事業計画 

(1) 海岸漂着物対策の推進 

ア 海岸漂着物対策推進事業 

    海岸漂着物発生抑制の普及啓発・環境教育として以下の事業を実施する。 

(ｱ) 飛島クリーンアップ作戦 

(ｲ) とびしまクリーンツーリズム 

   (ｳ)「やまがた環境展」、「環境フェアつるおか」及び「酒田海のマルシェ」に

おける啓発活動 
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(ｴ) 海岸漂着物に関連する研修会の実施 

(ｵ) 県内外の大学生による学生応援クリーンアップ作戦 

(ｶ) 「美しいやまがたの海クリーンアップ運動」の展開 

(ｷ) 海岸清潔度モニタリング調査の実施 

イ 海岸漂着物対策の進行管理 

ＮＰＯ、大学、事業者、行政等の幅広い関係者で構成される「山形県海岸漂着

物対策推進協議会」を組織し、海岸漂着物対策の総合的かつ効果的な推進を図

る。 

ウ 山形県海岸漂着物連絡調整会議 

    住民活動の支障となる危険物等が海岸に漂着した場合、関係機関で組織する

「山形県海岸漂着物連絡調整会議」により、速やかに海岸漂着物の回収処理等を

行う。 

 (2) 環境産業の育成支援 

「ごみゼロやまがた」の実現に向けて、廃棄物の適正処理と資源の循環を担う環

境産業の育成を行う。 

  (3) カーボンニュートラルの推進 

   「カーボンニュートラルやまがたアクションプラン」に基づき、市町地球温暖化

対策地域協議会と協力してカーボンニュートラルに関する県民の意識を高める。  

 (4) 再生可能エネルギーの導入促進 

   「庄内地域エネルギー戦略推進協議会」において、国、県、市町、民間事業者、

学識経験者の連携により、地域特性に応じたエネルギー戦略を推進し、地域の活性

化や産業の振興を図る。 

  (5) 自然公園等の適正な管理・保全の推進 

  ア 自然公園等の管理（自然公園管理員等の配置） 

磐梯朝日国立公園・鳥海国定公園に自然公園管理員７名を、鶴岡市三瀬「気比

神社社叢」に自然環境保全地域管理員１名を配置し、自然公園等の保護と適正な

利用を図る。  

  イ 自然公園等の保全 

(ｱ) 自然公園等区域内における各種行為に係る許認可事務の適正な執行を図る。 

   (ｲ) 自然公園内の施設整備（登山道の案内看板の設置等）について、本庁みどり 

自然課と連携しながら計画的に推進する。 

(6) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化 

  ア 鳥獣保護管理員の配置 

    狩猟の適正化及び鳥獣保護思想の普及を図るため､ 管内に 13 名の鳥獣保護管

理員を配置し、鳥獣保護区等の監視及び鳥獣の生息状況の把握に努める。 

  イ 第 13 次鳥獣保護事業計画に基づく保護区等の指定 

    第 13 次鳥獣保護事業計画(令和４年度～令和８年度)に基づき保護区等を指定

する。 

  ウ 狩猟免許試験等の実施 

 (ｱ) 狩猟免許初心者講習会  

(ｲ) 狩猟免許試験      

(ｳ) 狩猟免許更新講習     
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   (ｴ) 狩猟者登録事務     

  エ 野生鳥獣等調査事業 

   (ｱ) ガンカモ類生息調査の実施 (１月中旬全国一斉) 

   (ｲ) キジ・ヤマドリ出合数調査の実施（11月 15 日） 

   (ｳ) 鳥獣保護区管理調査の実施（５月～２月） 

  オ 狩猟適正化等事業の推進 

   (ｱ) 狩猟事故防止のため指導・取り締まり及び鳥獣保護区等の制札の補充等を行

う。 

   (ｲ) 狩猟免許関係事務及び狩猟者登録関係事務の適正な執行を図る。 

   (ｳ) 有害鳥獣捕獲許可等の適正な執行を図る。 

  カ 傷病野生鳥獣救護事業の推進 

    傷病野生鳥獣を救護・加療し､ 再び自然に放鳥獣することにより野生生物の保

護を図るとともに、県民の野生鳥獣保護思想の普及啓発を図る。 

  キ 高病原性鳥インフルエンザ対策の実施 

    家きんへの感染予防対策として死亡野鳥の監視を行う。 

ク 豚熱対策の実施 

    野生イノシシから家畜への感染予防対策として、死亡イノシシの通報に対応す

る。 

 (7) 環境教育及び環境活動の推進 

  ア 環境教育の推進 

(ｱ) 環境への意識の醸成を図るため、事業者から出る廃棄物のリサイクル普及啓 

発事業、環境体験学習会に取り組む。 

   (ｲ) 地域ふれあい講座（自然と環境に関するもの：５講座）に職員を派遣する。 

  イ 環境活動の推進 

    やまがたＥＣＯマネジメントシステムを運営し、県の事務事業、オフィス活動

等における環境保全の取組みを推進する。 

 (8) 水資源保全対策の推進 

   「水資源保全条例」に関する審査及び指導等を行う。  

  (9) 循環型社会の推進 

  ア  地域循環検討会議を開催し、市町とともに山形県循環型社会形成推進計画の推

進を図る。 

  イ 「３Ｒ推進環境コーディネーター」を配置し、事業者の３Ｒ推進を支援する。 

  ウ 廃棄物の排出抑制を進めるとともに、リサイクル製品の普及促進を図る。 

  エ 自動車リサイクルが円滑に実施されるよう関連事業者の監視指導を行う。 

(10) 廃棄物の適正処理の推進 

  ア 産業廃棄物収集運搬業者・処分業者への立入検査等を実施し適正処理を指導す

る。 

  イ 廃棄物処理施設の設置や県外産業廃棄物搬入等について「山形県産業廃棄物の

処理に関する指導要綱」に基づき審査及び指導を行う。 

  ウ 産業廃棄物処理業者及び排出事業者に対する監視指導を行う。 

  エ 多量排出事業者に対し、処理計画の策定及び排出抑制や再資源化の指導を行う

とともに、電子マニフェストの普及促進を図る。 
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  オ 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の監視指導を行う。 

  カ 産業廃棄物に対する正しい理解と処理施設の安全性、適正処理の現状について

理解を深めるための啓発事業を行う。 

  キ ＰＣＢ適正処理推進員を中心に、未届出ＰＣＢ廃棄物等を把握する調査を実施

し、法に定める期限内に処分が完了するよう指導を行う。 

(11) 不法投棄防止対策 

ア ５月及び 10 月の「不法投棄監視及び海岸漂着ごみ削減強化月間」に、市町・

関係団体と連携して不法投棄の監視パトロールを実施するとともに、県民及び事

業者への啓発を重点的に実施する。 

  イ 地域住民が実施する原状回復作業に対し「不法投棄防止対策協議会」により支

援を行う。 

  ウ 不法投棄・野焼き等の廃棄物の不適正処理を一掃するため、廃棄物適正処理監

視員による常時パトロールを実施する。 

  エ 不法投棄常習地点への不法投棄監視カメラや啓発看板の設置、また、それらを

広報することにより不法投棄の未然防止を図る。 

  オ 地域住民による原状回復が困難な不法投棄箇所について｢原状回復措置推進事

業」により、原状回復を行う。 

(12) 大気環境の保全 

  ア 大気環境の監視 

    環境大気の常時監視を庄内管内３か所の大気監視局において行う。 

  イ 大気汚染防止対策 

    ばい煙発生施設及び一般粉じん発生施設の立入検査を実施し､ 適切な維持管理

等の指導を行う｡ 

  ウ アスベスト対策 

   (ｱ) 「環境保全推進員」を配置し、大気汚染防止法に基づくアスベストの飛散防

止対策の推進を図る。 

(ｲ) 特定粉じん排出等作業の立入検査を実施し、適切な作業管理等の指導を行う。 

  エ 水銀対策 

    水銀排出施設について、立入検査を実施し、適切な維持管理等の指導を行う｡ 

 オ 酒田北港地区の公害防止協定に基づく大気及び水質関係の立入調査を実施する。 

(13) 水環境の保全 

  ア 「令和８年度公共用水域水質測定計画」に基づき河川、海域及び湖沼の水環境

を把握するため、水質測定を行う（河川 17地点、湖沼１地点、海 12地点）。 

  イ 「令和８年度地下水水質測定計画」に基づき地下水の水質汚濁状況を監視する

ため、概況調査（14地点）、継続監視調査（12地点）及び要監視項目調査（２地

点）を実施する。 

  ウ 観光協会等により管理運営が行われている海水浴場の水質調査を実施する。 

エ 水質汚濁防止法に基づく特定事業場の立入検査を実施し、特定施設の設置状況 

及び排出水の監視を行う。 

  オ 有害物質を使用する特定事業場に対し地下水又は土壌の自主測定の実施を周知 

徹底し、汚染状況を把握するとともに、汚染が判明した事業場へ対策指導を行う。 

カ 地下水の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超えている地域について、 
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地下水汚染対策調査（３地点）を実施する。 

(14) 化学物質対策等 

  ア ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定事業場の立入検査を実施し､適切な

施設の維持管理や自主測定実施の指導を行う。公共用水域及び土壌について、ダ

イオキシン類に係る環境基準の達成状況を把握するための調査を実施する。 

  イ フロン排出抑制法に基づくフロン類充填回収事業所等に対し、立入検査、事業

者への指導、助言を行う。また、第一種特定製品の管理者への立入検査を行い適

正管理を指導する。 

  ウ 特定工場における公害防止組織の整備を促進するため、公害防止管理者の選任

等の指導を行う。 

  エ 騒音・振動・悪臭防止対策について、市町への助言を行う。 

  オ 市町と連携し、公害苦情の処理を行う。   

(15) 浄化槽対策等 

ア 循環型社会形成推進交付金等による浄化槽整備事業を実施している市町への支 

援を行う。 

イ 市町と連携して浄化槽整備促進事業による単独処理浄化槽等から合併処理浄化 

槽への転換を促進する。 

ウ 浄化槽保守点検業者の立入検査を実施し、監視指導を行う。 

エ 浄化槽法定検査制度の啓発と未受検者への指導を行う。 
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Ⅴ 産業経済部 
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副主幹
（兼）課長補佐

課長補佐
（総括・地域農政担当）

課長補佐
（農産園芸担当）

課長補佐
（畜産担当）

（兼）総務専門員 （兼）庶務係(2)
（水田農業研究所総務課長）

課長補佐
（経営企画担当）

課長補佐
（地域第一担当）

課長補佐
（地域第二担当）

総務主査
（兼）庶務係長

総務専門員
（兼）庶務係長

課長補佐
（経営企画担当）

課長補佐
（地域第一担当）

課長補佐
（地域第二担当）

主任専門普及指
導員
（兼）農業総合研究セ
ンター主任専門研究
員

経営企画担当(2)

地域第一担当(7)

庶務係(6)

園芸研究担当(4)

経営企画担当(1)

地域第一担当(2)

地域第二担当(3)

総務専門員

開発研究専門員

主任専門普及指
導員
（兼）農業総合研究セ
ンター主任専門研究
員

総務係(6)

農産物利用拡大・調整
担当(1)

観光振興室(4)

庄内北部新エネ
産業振興室(1)
（併1）

地域第二担当(5)

地域農政係(3)

農産園芸担当(3)

畜産振興担当(2)

（水田農業研究所総務主査）
（庶務係）

総務専門員
(兼)総務係長

シニア専門員

プロジェクト推進
専門員

主任専門研究員

産業振興主査

農産物利用拡
大・調整専門員

農産物利用拡大主査(2)

産業振興専門員

シニア専門員

観光振興専門
員

観光振興主査(2)

シニア専門員

生産振興主査

経営力向上対策
専門員

シニア専門員

プロジェクト推進
専門員(2)

産業経済部組織図

産業経済部長

農業振興課長

産地研究室長

庄内北部新エネ
産業振興室長

地域産業経済課長

普及推進主幹（兼）
酒田農業技術普及課長

次長（兼）農業技術普及課長

観光振興室長

経営企画主幹

普及推進主幹
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課長補佐
（総括・指導担当）

課長補佐
（計画調整担当）

課長補佐
（施設担当）

課長補佐
（工事担当）

課長補佐
（水利整備担当）

課長補佐
（農地整備担当）

課長補佐
（林政企画担当）

課長補佐
（普及担当）

課長補佐
（治山林道担当）

室長補佐

家畜保健衛生課長
（兼）庄内家畜保健衛生所長

課長補佐
（衛生担当）

課長補佐
（防疫担当）

技術主幹 施設管理主査

工事担当(3)

計画調整主幹

国営事業対策主幹

指導担当(5)

企画担当(1)

保安林担当(2)

森林整備課長 林政企画担当(3)

農村整備課長 用地換地専門員

治山林道担当(5)

林政企画主査
(兼)普及企画主査

林政企画主査
(兼)普及企画主査

主任専門林業普
及指導員

農地整備主査 農地整備担当(4)

農林技監 （兼）農村計画課長

シニア専門員

工事主査

普及担当(2)

企画専門員

計画担当(1)

地域保全主査 事業担当(5)

水利整備主査 水利整備担当(4)

施設担当(5)

シニア専門員

森づくり担当(1)

里山造林担当(2)

総務主査

防疫主幹 シニア専門員 業務担当(4)

森づくり推進室長 シニア専門員
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地域産業経済課（庄内北部新エネ産業振興室、観光振興室） 
 

総務係、農産物利用拡大・調整担当及び産業振興担当並びに庄内北部新エネ産業振興

室、観光振興室の１係２担当２課内室体制で、部内の庶務・経理、予算管理、連絡調整、

「食の都庄内」づくり、農林水産物利用拡大、地域産業振興、地域雇用対策、広域観光推

進等に関する事務を分掌している。 

 

１ 令和８年度の基本方針 

庄内地域の最重要課題である若者の地元定着の促進、｢食の都庄内｣ブランドの向上

とさらなる普及を図るため各般の施策を推進する。 

庄内北部新エネ産業振興室においては、庄内地域の新たなエネルギー関連産業の振

興を図るため、遊佐町沖での洋上風力発電事業の進捗に合わせ、地元企業の参入支援

を推進する。 

また、観光振興室においては、観光入込数及び観光消費額の増加を図るため、「庄内

地域ならではの強みを活用した企画誘客・消費拡大」、「効果的な情報発信・プロモー

ション」、「持続可能な受入態勢の整備」の３つの柱に基づき事業を展開する。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 若手人材の地元定着・回帰の促進と労働者福祉の向上 

(2) ｢食の都庄内｣づくりの推進 

(3) 商工行政の円滑な推進 

(4) 酒田港の利活用の促進 

(5) 新エネルギー産業の振興（庄内北部新エネ産業振興室） 

(6) 観光の振興（観光振興室） 

 

３ 令和８年度の事業計画 

(1) 若手人材の地元定着・回帰の促進と労働者福祉の向上 

ア 庄内若者定着促進会議の運営 

産・学・官・金・労・言のオール庄内で構成する庄内若者定着促進会議の主催

で、若手人材の定着・回帰に向け地元企業等の取組みを前進させるためのセミナ

ーを開催する。 

イ 庄内地域雇用対策連絡会議の運営 

庄内地域の雇用の維持・安定並びに雇用創出など雇用対策の効果的な実施に向

けて関係機関の連携強化を図る。 

ウ 若手人材の地元定着・回帰に向けた取組みの推進 

(ｱ) 高校生と地元企業との交流会の開催 

(ｲ) 中高生向けの職業体験会「WAKU WAKU WORK」の開催 

   (ｳ) 小中高生・保護者等向けの地元企業の職場体験会「WAKU WAKU Open Company」

の開催 
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(ｴ) 学生・ＵＩＪターン庄内企業説明会の開催 

(ｵ) 庄内地域版企業情報ガイドブックの作成及び地元就職情報の提供 

(ｶ) 県内大学生向けの地元企業の理解促進のための出張講義の開催 

(ｷ) 進学予定の高校生向けの地域産業理解促進セミナーの開催 

 

エ 労働相談窓口の設置 

労働全般にわたる労使からの相談に対して的確な助言を行い、適切な労使慣行

の実現を図るため、労働相談員（社会保険労務士）を配置する。 

(2) ｢食の都庄内｣づくりの推進 

四季折々の多彩な食材と歴史・風土が育んだ食文化を庄内の魅力として地域内外

に発信するとともに、多様な主体の取組みを通して、「食の都庄内」のブランド化を

推進し、食を起点とした地域産業の活性化を推進する。 

ア ｢食の都庄内｣づくりアクションプランに基づく取組みの推進 

(ｱ) 庄内の食材の価値・ブランドの更なる向上 

(ｲ) 庄内の料理人等の育成・定着 

(ｳ) 庄内の「食」を起点とした国内外との交流の拡大 

イ 農林水産物利用拡大 

農林水産業者による地域活性化の取組みの芽出しや、食品製造業者による県産

農林水産物の利用拡大に向けた取組みを支援する。 

(3) 商工行政の円滑な推進 

ア 商工会議所、商工会の運営指導（酒田商工会議所、酒田ふれあい商工会を除く。） 

イ 中小企業等協同組合に対する認可 

ウ 採石法に基づく認可 

(4) 酒田港の利活用の促進 

“プロスパーポートさかた”ポートセールス協議会の下で企業等に対するポートセ

ールス活動を一体的に推進する。 

 

 

庄内北部新エネ産業振興室 
 

１ 令和８年度の重点目標 

(1) 地元企業の参入促進に向けた支援 

(2) 関係団体・事業者と連携した取組みの推進 

 

２ 令和８年度の事業計画 

(1) 地元企業の参入促進に向けた支援 

地元企業の事業参入を促進するため、発電事業者等からの情報を適時的確に地元企業

へ提供する。あわせて、参入に必要な資格取得に係る支援制度を広く周知することで、

企業の意欲を醸成し、円滑な事業参入を後押しする。 
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(2) 関係団体・事業者と連携した取組みの推進 

｢遊佐町沖洋上風力産業振興プラットフォーム｣や選定事業者との連携を強化し、建

設・運用段階における地元企業への発注確保に向けた調整を推進する。 

 

 

観光振興室 
 

１ 令和８年度の重点目標 

(1) ＪＲ東日本重点共創エリア「山形庄内夏の観光キャンペーン」による誘客拡大 

(2) 庄内地域ならではの強みを活用した企画誘客・消費拡大 

(3) 効果的な情報発信・プロモーション 

(4) 持続可能な受入態勢の整備 

 

２ 令和８年度の事業計画 

(1) ＪＲ東日本重点共創エリア「山形庄内夏の観光キャンペーン」による誘客拡大 

地域とＪＲグループが一体となって観光資源や文化などの魅力を発信し、持続可 

能な地域づくりを推進していく「重点共創エリア」に、この夏庄内エリアが指定さ

れたことから、夏の観光キャンペーンを展開し、国内外からの誘客拡大を図る。 

(2) 庄内地域ならではの強みを活用した企画誘客・消費拡大 

地域ならではの強みである、美食・美酒、歴史・文化、自然等を目的に一年を通

じて訪れていただけるよう、魅力的なコンテンツのＰＲを強化するとともに、新た

なコンテンツの造成に取り組む。また、隣接地域や隣県と連携し、広域観光を推進

する。 

ア 出羽三山、庄内三十三観音、即身仏など精神文化を素材にした誘客の促進 

イ 「食の都庄内」ガストロノミーツーリズムの推進 

ウ 冬の観光誘客の推進 

エ 県内他地域と連携した県内周遊の促進 

(3) 効果的な情報発信・プロモーション 

情報発信ツールを事業内容やターゲットの属性・嗜好等により使い分け、庄内地

域の認知度向上と事業の周知を図る。併せて、関係機関と連携したプロモーション

活動やコンベンション等の誘致の促進により、庄内地域への誘客拡大を図る。 

ア ウェブサイトやＳＮＳを活用した情報発信の強化 

イ やまがたインバウンド協議会や庄内空港利用振興協議会等と連携した誘客プロ

モーション活動 

ウ コンベンション等の誘致活動の推進と開催支援 

(4) 持続可能な受入態勢の整備 

急速に拡大するインバウンドやデジタルシフト、個人旅行化等に対応する観光人

材の育成や受入環境の充実を図るとともに、外航クルーズ船や国際チャーター便の

持続可能な受入態勢の構築を図る。 
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ア 時代の変化に対応した観光人材育成 

イ 外航クルーズ船や国際チャーター便の効率的・効果的な受入態勢の整備 

ウ 管内交通事業者が実施する二次交通に係る観光プランの利用促進 

(5) 広域連携による観光の推進 

ア 日本海羽越広域観光推進協議会 

山形及び新潟２県９市町村エリアにおいて、エリア内への旅行商品造成に向け

た首都圏等の旅行会社向けプロモーションや、増加するインバウンド需要に対

応した受入環境の整備、またＪＲ東日本の新潟支社や庄内統括センターとの連

携による羽越本線活性化等の取組みを展開する。 

イ 環鳥海地域連携事業実行委員会 

実行委員会を組織する秋田県由利地域振興局と連携して、環鳥海地域の情報発

信のため、以下の事業を行う。 

(ｱ) まるっと鳥海わくわくキャンペーンスタンプラリーの実施 

(ｲ) 環鳥海地域への誘客を促進するキャンペーンの展開 

(ｳ) ウェブサイトやＳＮＳによる情報発信 

(6) 沿岸域の総合利用の推進 

県や関係市町等により構成する山形県沿岸域総合利用推進会議を開催し、沿岸域

の利活用を図るため、以下の事業を実施する。 

ア 海水浴場、沿岸域の地域資源の情報発信を行う「やまがた庄内海岸物語」の作成 

イ 海の安全安心マナー啓発チラシの作成 

ウ 豊かな海づくり活動支援補助金の交付 
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農業振興課 
 

地域農政担当、農産園芸担当及び畜産振興担当の３担当体制で、次の事務・事業を担

当している。 

【地域農政担当】 

 ○農業の担い手の育成・確保、多様な働き手の確保に関すること 

 ○農地制度（農振除外・農地転用）、農地利用（集積・集約化）に関すること 

 〇農業関係団体の指導等に関すること 

【農産園芸担当】 

 ○米政策の推進、土地利用型作物（麦・大豆等）の生産振興に関すること 

 ○園芸作物（野菜・果樹・花き）の産地づくり（団地化等）に関すること 

 ○地方卸売市場、食品の品質表示、農作物被害の取りまとめに関すること 

【畜産振興担当】 

 ○畜産生産基盤の育成強化、県産飼料の生産及び利活用の推進に関すること 

 ○畜産農家の育成及び経営支援、畜産環境保全対策に関すること 

 〇鳥獣被害対策に関すること 

 

１ 令和８年度の基本方針 

「第４次山形県総合発展計画」（R2.3 月）、「山形県農林水産業振興計画」（H29.3 月）、

「第５次農林水産業元気創造戦略」（R7～R10）を踏まえ、庄内産農産物の生産振興に

必要な施策を展開し、庄内地域農業の産出額の拡大と農業経営体の所得向上を図る。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 農業の担い手育成･確保、多様な働き手の確保と担い手への農地集積･集約化促進 

(2) 需要に応じた米生産、高収益作物（園芸作物等）による産地づくりの推進 

(3) 生産性向上・収益性向上に向けた取組みへの支援による畜産生産基盤の育成強化 

 

３ 令和８年度の事業計画 

(1) 農業の担い手育成･確保、多様な働き手の確保と担い手への農地集積･集約化促進 

 ア 担い手の育成・確保、多様な働き手の確保のための施策（主な取組み） 

(ｱ) 就農希望者及び新規就農者に対する支援 

(ｲ) 就農後の経営発展、多様な担い手の取組みへの支援 

(ｳ) 農業経営・就農支援チーム（地域毎）による伴走型のサポート実施 

(ｴ) 農福連携の推進、労働力確保の取組支援（地域毎） 

 イ 担い手への農地集積・集約化促進に向けた取組みへの支援（主な取組み） 

(ｱ) 市町による「地域計画」（農業経営基盤強化促進法）の実行に向けた取組支援 

(ｲ) 農業委員会による農地利用の最適化への支援（活動経費等） 

(ｳ) 地域支援チーム（地域毎）による「地域計画」実行・改善への伴走型支援 
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(2) 需要に応じた米生産、高収益作物（園芸作物）による産地づくりの推進 

 ア 需要に応じた米生産への対応（主な取組み） 

(ｱ) 水田活用の直接支払交付金（麦・大豆の本作化、地域の産地づくり支援） 

(ｲ) 収入減少のためのセーフティネット（収入保険制度、ナラシ対策） 

 イ 園芸作物（野菜・果樹・花き）の産地化（団地化） 

(ｱ) 高収益作物のブランド力強化 … 庄内砂丘メロンの産地強化の推進 

(ｲ) 地域特産果樹の産地強化 … 庄内柿の産地強化の推進 

(3) 生産性向上・収益性向上に向けた取組みへの支援による畜産生産基盤の育成強化 

 ア 地域の収益力強化に向けた取組みへの支援 

(ｱ) 地域一体となって行う取組みへの支援（畜産クラスター事業の活用） 

(ｲ) 中小家族経営を含む意欲ある担い手に対する施設・機械整備の支援 

 イ 県産飼料の生産利用拡大、経営安定化の取組みへの支援 

(ｱ) 県産飼料（牧草、飼料用米、稲 WCS）の生産と利活用の推進 

(ｲ) 飼料（配合飼料、単味飼料）価格の高騰対策の継続実施 
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農業技術普及課(産地研究室)・酒田農業技術普及課 
  

農業技術普及課は鶴岡田川地区、酒田農業技術普及課は酒田飽海地区を担当し、農業技

術の普及による農作物の生産振興、畜産の振興、６次産業化の推進、農業の担い手（トッ

プランナー・新規就農者等）育成などに関する業務を分掌している。 

産地研究室は、庄内地域における主要な野菜・花き・果樹等、園芸作物の栽培技術の開

発等を行っている。 

 

１ 令和８年度の基本方針 

「普及活動基本計画（令和８～12年度）」で設定した推進方向に沿いながら、「第４次

山形県総合発展計画実施計画」後期実施計画（令和７～11年度）に沿った施策や「第５

次農林水産業元気創造戦略（令和７～10 年度）」の各プロジェクトの目標達成につなが

る取組みを推進する。関係機関・団体と連携しながら、地域や産地の課題解決に向け普

及指導活動を展開する。園芸振興・産地づくりについては、産地研究室の試験研究によ

る栽培技術開発と普及を一体的に進める。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

 (1) 農業者の減少に対応した生産性の高い農業経営の確立 

  ア 新規就農者及び担い手の育成・確保 

   (ｱ) 新規就農者の育成・確保 

   (ｲ) 多様な担い手の育成・確保（青年・女性農業者、農福連携等） 

  イ 生産性の高い農業経営体の育成と経営発展支援 

   (ｱ) 高い競争力を持つ農業経営体の成長支援 

   (ｲ) 農業支援サービスの活用と事業体育成の推進 

   ウ スマート農業技術の普及推進 

 (2) 稼げる農業の実現に向けた戦略的な生産、流通、販売と産業連携 

   ア 地域を支える水田農業の推進 

   (ｱ) 気候変動に対応した米づくりの推進 

   (ｲ) 安定的な水田経営の推進 

   (ｳ) 大豆・そば等の高品質安定生産 

   イ 園芸作物のブランド力・産地力強化 

   (ｱ) 強靭で持続可能なさくらんぼ産地づくりの推進 

   (ｲ) 果樹の産地活性化 

   (ｳ) 野菜・花きの産地ブランド力の強化 

   (ｴ) やまがた方式次世代施設園芸の推進 

  ウ 畜産の生産基盤の強化 

   (ｱ) 優良な和牛繁殖雌牛の増頭や繁殖技術の支援による生産拡大 

   (ｲ) 牛群検定等を活用した乳用牛の能力向上 

   (ｳ) 県産銘柄豚の生産拡大と品質向上 
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   (ｴ) 自給飼料の確保・良質堆肥の安定生産等 

   (ｵ) 安全安心な畜産物の生産 

  エ 地域資源を活用した価値創出   

   (ｱ) 多様な事業分野・産業が連携した価値創出 

   (ｲ) ６次産業化の推進 

 (3) 気候変動に対応した環境と調和のとれた農業生産への転換 

  ア 気候変動に対応できる産地への転換 

   (ｱ) 温暖化対応技術の普及拡大 

   (ｲ) 異常気象・気象災害発生時の対応の強化 

  イ 環境負荷を低減する取組みの拡大  

   (ｱ) 環境保全型農業の取組みの推進 

   (ｲ) 持続可能性を確保するＧＡＰの取組みの推進 

   (ｳ) みどり認定の取得促進 
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農業技術普及課 普及活動計画課題一覧（13課題） 

課 題 名 指導対象 活動期間 

＜共通課題＞ 

地域農業をリードする意欲ある経営体の

育成 

・庄内地域農業経営・就農支援チーム 

 重点支援対象 20経営体 

・濃密支援対象 3経営体 

R7～R9 

＜共通課題＞ 

新規就農者等の栽培・経営管理技術の習得

と交流促進による就農定着 

・認定新規就農者・就農希望者 

・鶴岡市立農業経営者育成学校研修生 21人  

・酒田市刈屋地域の新規就農者 6人 

R7～R9 

スマート農業技術の地域全体での実装に

よる高品質・良食味米の安定生産 

・スマートつや姫広域実証研究会 

・つや姫認定生産者 1,684 経営体 

・雪若丸生産組織 32組織 

R7～R8 

気候変動に対応した安定生産と良食味生

産によるエダマメの産地強化 

・JA鶴岡だだちゃ豆専門部 164 人 

・JA庄内たがわ枝豆部会 24 人 

R7～R9 

水稲の規模拡大に対応した省力化技術の

導入支援 

・高密度播種苗導入者 

 （個別指導対象者、各ＪＡ支所対象者） 

・「ゆきまんてん」実証圃生産者 

R8～R9 

連作圃場における大豆の安定生産に向け

た栽培管理技術の確立 

・農事組合法人ジェイ・エイ庄内たがわ藤島 

 農地受託組合、藤島地域大豆生産者 

R8～R9 

庄内柿の異常気象に対応した安定生産に

よる産地強化 

・JA庄内たがわ庄内柿部会 657 人 R8～R10 

夏メロン日本一維持に向けた庄内砂丘メ

ロンへの産地支援 

・JA鶴岡ネットメロン専門部 168 人 R7～R9 

夏秋産地の堅持に向けたトルコぎきょう

の高温対策と高品質安定生産 

・JA庄内たがわトルコギキョウ専門部 29人 

・JAあまるめ花き部会 13人 

・JA鶴岡トルコギキョウ専門部 28人 

R8～R10 

飼養管理技術向上による家族養豚経営の

安定化支援 

・養豚経営体 2経営体 R8～R9 

＜共通課題＞ 

新たなアグリビジネスの芽出しと商品開

発に向けた支援 

・「みのたけ起業塾」受講者 12人 

・農産加工実践者 3経営体 

R8～R9 

適切な原料柿の管理と新商品開発による

庄内柿干し柿の産地強化 

・JA庄内たがわ干し柿出荷グループ 

・干し柿生産者、干し柿加工志向者 

R7～R8

 

＜共通課題＞ 

環境保全型農業と持続可能な農業生産方

式の活動支援 

・環境保全型農業取組生産者 

・みどり計画取組志向者等 

R8 
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産地研究室 事業・研究課題一覧（16事業・課題（うち野菜 6、花き 2、果樹 5、共通 3) 

課題名 品目 研究期間 

【オリジナル新品種開発事業費】 

極早生で初めての東北向けの完全甘ガキ品種の開発 

甘柿 R7～R9 

【地球温暖化対応プロジェクト総合戦略事業費】 

１ 温暖化に対応した果樹・野菜・牧草の適応性調査 

かんきつ他 R7～R10 

２ いちご高温耐性品種「山形Ｓ７号」を活用した安定生産技術の確立 いちご R5～R9 

【園芸作物基盤技術開発事業費】 

花きの省力・低コスト化を実現する生産性向上技術の開発 

＜置賜産地研と連携＞ 

アルストロメリ

ア 

R6～R8 

【さくらんぼ王国果樹産地再生事業費】 

 常態化する危機的高温環境に対応した新たなおうとう栽培方法    

の確立 

＜園芸農研、最上産地研と連携＞ 

おうとう R7～R11 

【山形さくらんぼブランド戦略強化事業費】 

 おうとう新品種「山形Ｃ12号」の生産性低下要因の解明及び対応 

技術の開発 

＜園芸農研、最上産地研と連携＞ 

おうとう R6～R8 

【第４期山形枝豆日本一産地化プロジェクト事業費】 

良食味えだまめの生産・鮮度保持及び気候変動対応技術の確立 

＜園芸農研、置賜産地研と連携＞ 

えだまめ R7～R9 

【葉茎菜類等産地強化プロジェクト事業費】 

庄内ハウスアスパラガスにおける春期及び夏期収量確保技術の確立 

アスパラガス R7～R10 

【地域園芸産地技術開発・支援事業費】 

２ 地域園芸産地技術支援事業 ［旧支庁事業及び業務課題］ 

（１）水稲育苗ハウスを活用した大粒ぶどうの安定生産技術の開発 

 

 

ぶどう 

 

 

R7～R9 

（２）ネット系メロンの安定着果及び高品質栽培技術の確立 メロン R8～R10 

（３）カラーの安定生産技術の開発 カラー R8～R10 

（４）四季成り性いちご交配系統の選抜 いちご R5～R9 

（５）庄内地域の園芸産地化の支援 

 ・落葉果樹系統適応性検定試験（かき、日本なし） 

・奨励品種決定調査（西洋なし、おうとう台木） 

 ・園芸作物の病害等診断 

 ・当室育成メロンや在来作物系統の種子及び種球更新 

 ・普及支援（甘ガキ、サトイモ、その他作物） 

果樹、野菜、花

き 

R8 

【有害動植物防除対策推進事業費】 

１．ハウスアスパラガスの安定生産に向けた病害虫防除対策 

アスパラガス R6～R8 

【試験研究受託事業費】 

１ 新農薬の効果と使用法試験（業務）  

 （日本植物防疫協会） 

果樹、野菜 R8 

２ 新肥料及び新資材に関する試験（業務）  

（やまがた農業支援センター） 

野菜 R8 
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酒田農業技術普及課 普及活動計画課題一覧（11課題） 

課 題 名 指導対象 活動期間 

＜共通課題＞ 

地域農業をリードする意欲ある経営体の

育成 

・庄内地域農業経営・就農支援チーム 

 重点支援対象 20経営体 

・濃密支援対象 3経営体 

R7～R9 

＜共通課題＞ 

新規就農者等の栽培・経営管理技術の習得

と交流促進による就農定着 

・認定新規就農者・就農希望者 

・鶴岡市立農業経営者育成学校研修生 21人  

・酒田市刈屋地域の新規就農者 6人 

R7～R9 

高温に対応した水稲の高品質・良食味米の

適正収量確保による安定生産 

・つや姫認定生産者（684経営体） 

・雪若丸生産組織（10組織） 

・「つや姫」重点指導対象者 3人 

R8～R10 

庄内ハウスアスパラガスの長期どり栽培

技術の高位平準化による産地強化 

･ＪＡ庄内みどりアスパラガス専門部 30 人 

･ＪＡそでうらアスパラガス部会 28人 

R7～R8 

適正な作土深確保の取組みによる高い品

質・食味を前提とした水稲の生産性向上 

・スタブルカルチ実証圃 

2か所担当生産者 

R8～R9 

刈屋梨産地の早期復旧・復興による産地の

振興 

・刈屋梨防除協議会 49人 

（新規栽培者6人を含む） 

R8～10 

いちご新品種「山形Ｓ７号」の収量確保に

向けた栽培技術の習得 

・「山形Ｓ７号」生産者 13人 R7～R8 

砂丘地におけるけいとうの産地強化支援 ・ＪＡ庄内みどり花き部会 

けいとう専門部 24人 

・ＪＡそでうら花き部会 

けいとう生産者 13人 

R8～R10 

ＷＣＳ用稲専用品種の高収量栽培技術の

習得によるコントラクターの普及・定着支

援 

・「山形飼糯138号」栽培農家及び農業法人 

 20 人 8法人 

・鳥海高原ＤＦ飼料生産組合 

・株式会社鳥海高原デーリィファーム 

R7～R8 

＜共通課題＞ 

新たなアグリビジネスの芽出しと商品開

発に向けた支援 

・「みのたけ起業塾」受講者12人 

・農産加工実践者 3経営体 

R8～R9 

＜共通課題＞ 

環境保全型農業と持続可能な農業生産方

式の活動支援 

・環境保全型農業取組生産者 

・みどり計画取得志向者等 

R8 
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農村計画課  

 

農村計画課は、指導担当、計画調整担当、事業担当で構成され、下記業

務を担当する。 

(1) 土地改良区の検査・運営指導・各種認可・証明、水土里ビジョンの策

定支援、土地改良事業施行申請・認可、農業農村整備事業補助金事務、

農業基盤整備資金、予算経理、庶務等に関すること。 

(2) 農業農村整備施策に係る企画・調整・広報、農地整備やため池改修等

の農業農村整備事業調査計画、中山間集落の地域づくりへの支援に関す

ること。 

(3) 団体営土地改良事業及び地籍調査事業の指導、地すべり防止区域の管

理・指導、耕地災害復旧の調査・指導、多面的機能支払制度・中山間地

域等直接支払制度の推進、並びに農業水利権の保全・指導に関すること。 

(4) 国営土地改良事業の推進に関すること。 

 

１ 令和８年度の基本方針 

農業農村整備分野の施策展開と目標を示した山形県農業農村整備長期計

画（平成 30 年 3 月策定）に基づき、農村整備課（県営事業の実施）と一体

となった農業生産基盤整備の推進とともに、地域の共同活動を中心とした

農地保全の取組みを支援し、美しく活力ある農村づくりを進めていく。 

(1) 競争力の高い経営体の育成、園芸作物の産地づくり、減災・防災対策

の強化 

競争力の高い経営体育成のための基盤整備及び整備を契機とした農地

集積・集約の促進と園芸作物の産地形成の推進。農業用水を安定供給す

るための農業水利施設の計画的な保全・更新整備の推進。自然災害リス

クの低減とともに暮らしを守る地域防災対策の強化。 

(2) 多様な地域の資源を活かした地域力の向上と農村地域の活性化 

中山間地域等における農地保全の取組みや多面的機能を発揮する共同

活動への支援、農村ＲＭＯの形成支援、地域づくりワークショップの開

催支援等、活力ある地域づくりの活動を支援。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 競争力の高い経営体の育成に向けた基盤整備の調査計画 

【調査計画２地区】 

（2）農業水利施設の計画的な保全・更新整備の調査計画 

【調査計画１０地区】 

（3）暮らしを守る地域防災対策等の強化 

・洪水被害を防止するための排水施設改修等に向けた調査計画 

【調査計画８地区】 

・農業集落排水施設の機能強化 

【４地区】田川・三瀬・東栄（川尻）・渡前（羽黒北部） 
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(4) 農山漁村の環境保全と各種地域づくり活動の推進、支援 

・多面的機能支払交付金  【283 組織】 

農地維持支払交付金  【278 組織】 

資源向上支払（地域資源の質的向上を図る共同活動）【247 組織】 

資源向上支払（施設の長寿命化のための活動）    【169 組織】 

・中山間地域等直接支払交付金 【115 組織】 

・やまがた未来くる農村イノベーション事業（農村ＲＭＯ関連事業） 

 【２地区】 

・最適土地利用総合対策 【１地区】 

(5) 国営土地改良事業の推進 

・最上川下流左岸地区かんがい排水事業 

・最上川下流右岸二期地区かんがい排水事業 

 

３ 令和８年度の事業計画 

－ 別添 実施計画一覧表 － 
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農業基盤整備促進事業等

1 酒田市２期 酒田市 R4～R8 （NN交付金）

2 最上川３ 酒田市・庄内町 R6～R8 （農地耕作条件改善事業）

3 鳥海南麓 酒田市 R7～R9 （農地耕作条件改善事業）

4 浜中広岡１ 酒田市 R7～R9 （農地耕作条件改善事業）

5 八色木 鶴岡市 R7～R9 （農地耕作条件改善事業）

6 庄内町１ 庄内町 R7～R9 （農地耕作条件改善事業）

7 庄内町２ 庄内町 R8～R9

8 米の里 鶴岡市 R8～R9

9 豊栄 鶴岡市 R8～R9

10 月山ろく 鶴岡市 R8～R8

11 ビーンズ本楯 酒田市 R8～R8

12 播磨 鶴岡市 R8～R10

13 播磨２ 鶴岡市 R8～R10

14 庄内町３ 庄内町 R8～R8

15 ＪＡあまるめ 庄内町 R8～R10

16 月光川 遊佐町 R8 （農地耕作条件改善事業）

17 無音 鶴岡市 R8 （農地耕作条件改善事業）

18 鶴岡市３ 鶴岡市 R8

19 大正溝 酒田市 R8

農業集落排水

20 田川 鶴岡市 R3～R9 （農村整備事業）

21 三瀬 鶴岡市 R4～R10 （農村整備事業）

22 東栄（川尻） 鶴岡市 R5～R9

23 渡前（羽黒北部） 鶴岡市 R8～R13

国土調査費

24 （地籍調査） 鶴岡 鶴岡市 継続 地籍調査

25 酒田 酒田市 継続 地籍調査

調査計画

農業農村整備実施計画 経営体育成

26 大口 鶴岡市 R7～R10 調査計画

経営体育成

27 鹿島 酒田市 R7～R10 調査計画

水利施設等保全高度化

28 堀野 庄内町・酒田市 R5～R8 調査計画

29 狩谷 鶴岡市 R7～R8 調査計画

30 笹川東部 鶴岡市 R7～R8 調査計画

31 大和 酒田市・庄内町 R8～R9 調査計画

32 板戸 庄内町・酒田市 R8～R9 調査計画

（農村整備事業）

（大区画化等加速化支援事業）

（農村整備事業･団体営農道）

（農村整備事業･団体営農道）

令和８年度実施計画一覧表　（R8.4.1時点）

番号 事 業 名 地区名 市町 工　　期 備　考

（農村整備事業）

（大区画化等加速化支援事業）

（大区画化等加速化支援事業）

（大区画化等加速化支援事業）

（大区画化等加速化支援事業）

（大区画化等加速化支援事業）

（大区画化等加速化支援事業）

（大区画化等加速化支援事業）

（大区画化等加速化支援事業）
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番号 事 業 名 地区名 市町 工　　期 備　考

33 下川 鶴岡市 R8～R10 調査計画

34 湯尻川 鶴岡市 R8～R10 調査計画

35 東郷堰 三川町 R8～R10 調査計画

36 長沼 鶴岡市 R8～R10 調査計画

37 道形 鶴岡市 R8～R10 調査計画

調査計画

農村地域防災減災事業

38 泉谷地 酒田市 R5～R8 調査計画

39 珠数ヶ沢 鶴岡市 R5～R9 調査計画

40 鬼久保 鶴岡市 R6～R9 調査計画

41 最上川下流左岸３ 庄内町・鶴岡市 R6～R9 調査計画

42 玉川 鶴岡市 R7～R9 調査計画

43 堂見沢 酒田市 R8～R9 調査計画

44 袖浦 酒田市 R8～R9 調査計画

45 君畑 酒田市 R8～R10 調査計画

農地防災施設維持管理費 地すべり 地すべり防止施設

46 概成地区 鶴岡市 継続 維持管理費

多面的機能支払交付金

47 管内 ５市町 R7～R11 ３期対策

中山間地域等直接支払交付金 鶴岡市・酒田市・

48 管内 庄内町・遊佐町 R7～R11 ６期対策

農地等管理継続支援事業

49 R8～

50 事業 日向 酒田市 R6～ 農村ＲＭＯモデル形成支援

51 立谷沢 庄内町 R8～ 農村ＲＭＯモデル形成支援

52 酒田市・庄内町 R6～ 農村ＲＭＯ形成伴走支援

最適土地利用総合対策

53 温海 鶴岡市 R6～

機構集積協力金交付事業

54 管内 ５市町 R1～R5

55 H24～R8

56 鶴岡市 H29～R5 R6以降は実績報告のみ

57 桑の木 酒田市 R7～R9 防災減災（ため池防止）

58 菅沼 酒田市 R7～R9 防災減災（ため池防止）

59 庄内赤川８ 鶴岡市 R7～R8 長寿命化

60 西郷２ 鶴岡市 R7～R8 長寿命化

61 　ストックマネジメント事業 日向川２ 酒田市 R6～R8 施設の長寿命化

62 最上川２ 庄内町 R7～R9 施設の長寿命化

63 庄内赤川７ 鶴岡市 R8～R9 施設の長寿命化

64 寺川 鶴岡市 R8 施設の長寿命化

65 月光川 遊佐町 R8 施設の長寿命化

66 西郷 鶴岡市 R8 施設の長寿命化

　促進対策事業

山菜栽培未収益期間管理費

　補助事業
農業水路等長寿命化・防災減災事業

　

地域農業水利施設

やまがた未来くる農村イノベーション

日向・立谷沢

土地改良施設ＰＣＢ廃棄物処理
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農村整備課 
 

用地換地担当、施設担当、工事担当、水利整備担当及び農地整備担当の５担当体制で、

農業農村整備事業の実施に関する下記業務を担当する。 

［用地換地担当］ 

農業農村整備事業の実施に伴う用地の買収補償、換地、土地改良財産の管理委託

及び譲与、自作農財産の管理及び処分等の事務に関すること 

［施設担当］ 

基幹水利施設管理事業（特別型・一般型）、基幹水利施設ストックマネジメント事

業、かんがい排水事業、農業経営高度化支援事業、県営・受託県営災害復旧事業 

［工事担当］ 

農村地域防災減災事業、水田農業低コスト・高付加価値化基盤整備事業、農業経

営高度化支援事業 

［水利整備担当］ 

水田農業低コスト・高付加価値化基盤整備事業、農業経営高度化支援事業 

かんがい排水事業 

［農地整備担当］ 

水田農業低コスト・高付加価値化基盤整備事業、農業経営高度化支援事業 

 

１ 令和８年度の基本方針 

「第４次山形県総合発展計画（令和２年３月策定）」、｢山形県農林水産業振興計画（平

成 29 年３月策定）｣、「第５次農林水産業元気創造戦略（令和７年３月策定）」及び山

形県農業農村整備長期計画「やまがた農業農村元気づくり応援プラン（令和４年３月

中間見直し）」に基づき農村計画課等関係課と連携して、地域ニーズに対応した農業農

村整備の推進を図る。 

(1) 農地の大区画化や用・排水路のパイプライン化等の工事による水田農業の低コス

ト・省力化の推進 

(2) 水田の畑地化・汎用化に向けた水田の排水改良や地下かんがい施設整備の推進 

(3) 農業水利施設の機能維持と長寿命化対策の推進 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 地域農業を牽引する競争力の高い経営体の育成を支援するため、生産コストの削

減や地域特性を活かした高収益作物の導入を図る農業生産基盤の整備と、農地中間

管理機構と連携した農地の面的集積の推進 

(2) 水田畑地化等による園芸作物団地づくりに向け、地下かんがい施設など用排水施

設整備の推進 

(3) 近年多発する豪雨や、融雪期の湛水被害を防止する排水施設整備の推進 

(4) 農業水利施設のライフサイクルコスト低減を図る適切な維持管理と、農業用水の

安定供給に向けた更新整備の推進 

(5) 農村地域における自然災害の未然防止に向けた、老朽ため池等における改修整備

の推進 

(6) 事業実施に関わる市町及び地域住民等と連携し、施設等を活用した地域づくりを

支援 
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３　令和８年度の事業計画

農村整備課　　事業計画

1 肝　煎 庄内町 H27～R8 区画整理、用排水路 11.4 ha、9.4 km

2 常万１期 庄内町 H28～R8 区画整理 114.5 ha

3 円能寺･沖 酒田市 H30～R9 区画整理、用水路 21.8 ha、1.6 km

4 杉沢前田 遊佐町 H30～R9 区画整理 40.9 ha

5 金森目２期 鶴岡市 R1～R8 区画整理 63.1 ha

6 西興野 庄内町 R1～R10 区画整理 47.1 ha

7 当山2期 遊佐町 R4～R10 区画整理 50.0 ha

8 大　楯 遊佐町 R2～R7 区画整理 10.1 ha

9 畑 遊佐町 R3～R10 区画整理 35.3 ha

10 一本松 鶴岡市 R3～R10 区画整理 37.0 ha

11 岡　山 鶴岡市 R3～R10 区画整理 50.9 ha

12 宝　谷 鶴岡市 R3～R10 区画整理 24.1 ha

13 日向中部 酒田市 R4～R11 区画整理 67.3 ha

14 笹川左岸上流 鶴岡市 R4～R11 区画整理 77.5 ha

15 中 楯 鶴岡市 R4～R11 区画整理 37.9 ha

16 井岡2期 鶴岡市 R5～R13 区画整理 90.1 ha

17 袖浦北部2期 酒田市 R5～R13 区画整理 98.4 ha

18 狩川東部 庄内町 R6～R13 区画整理 42.5 ha

19 上戸 遊佐町 R7～R14 区画整理 20.8 ha

20 上野新田 鶴岡市 R7～R21 区画整理 129.9 ha

21 豊浦 鶴岡市 R8～R20 区画整理、用排水路 72.5 ha、1.7 km

22 中川代 鶴岡市 R8～R21 区画整理、用排水路 96.2 ha、0.1 km

23 町　堰 酒田市・庄内町 R1～R8 用水路、揚水機場 2.4 km、2ヵ所

24 長沼堰 鶴岡市 R1～R8 用水路、揚水機場 6.6 km、2ヵ所

25 黄金１期 鶴岡市 R2～R9 用水路 13.9 km

26 黄金２期 鶴岡市 R2～R10 用水路 15.9 km

27 黄金３期 鶴岡市 R4～R11 用水路 13.8 km

28 野沢 遊佐町 R5～R12 用水路、排水路、地下かんがい 13km、13km、15.1ha

29 岩野１期 遊佐町 R6～R15 用水路、排水路、地下かんがい 11km、10km、37.9ha

30 中平田南第一 酒田市 R6～R13 排水路、地下かんがい、区画整理 4.8km、67.8ha、64.0ha

31 岩野２期 遊佐町 R7～R15 用水路、排水路、地下かんがい 5.9km、7.2km、47.1ha

32 日向川北部 酒田市・遊佐町 R4～R10 頭首工、用水路、揚水機場 1ヵ所、1式、3ヵ所

33 笹川西部 鶴岡市 R7～R13 揚水機場 4ヵ所

34 荒瀬川南部 酒田市 R7～R13 頭首工、揚水機場 1ヵ所、2ヵ所

35 最上川下流右岸 酒田市 R7～R11 水管理ｼｽﾃﾑ、揚水機場工 １式、１式

36 押切 三川町、酒田市 R8～R14 揚水機場 3ヵ所

37 浜中広岡 酒田市、鶴岡市、三川町 R8～R12 揚水機場 1ヵ所

38 京田川 鶴岡市・酒田市・三川町 H26～R8 排水設備、導水路 5ヵ所、3.0 km

39 柳　沢 酒田市 H27～R7 ため池、ため池廃止 1ヵ所、3ヵ所

40 大　沢 鶴岡市 R2～R8 ため池 1ヵ所

41 茨　野 酒田市 R2～R8 排水機場、排水路 2ヵ所、0.6 km

42
最上川下流左岸

（京田川）
庄内町 R4～R11 排水機場 3ヵ所

43 八栄島 鶴岡市 R6～R10 既設管撤去・送水管敷設 1.4㎞

44
最上川下流左岸

（最上川）
酒田市・庄内町 R7～R14 排水機場 2ヵ所

45 最上川下流右岸 酒田市・庄内町 H8～ 平沢用水機場

46 最上川下流右岸２ 酒田市・庄内町 H11～ 草薙頭首工、導水幹線用水路

47 最上川下流 庄内町 H14～
最上川取水口、導水路、東興野揚水機
場、北楯頭首工、北楯大堰

48 赤川２ 鶴岡市・三川町 H11～ 西１号・東２号・東３号幹線用水路

49 基幹水利施設管理事業(特別型) 赤　川 鶴岡市・酒田市・三川町 H4～ 赤川頭首工

50 県営災害復旧事業 最上川下流右岸 酒田市・庄内町 R6～R8 道路復旧工（草薙頭首工管理道路） 207ｍ

51 片倉 庄内町 R6～R8 頭首工 1ヵ所

52 常禅寺 酒田市 R6～R8 農地復旧工 7.64ha

53 前田 酒田市 R6～R8 農地復旧工 11.57ha

54 李代 酒田市 R6～R8 農地復旧工 2.56ha

水田農業低コスト・高付加
価値化基盤整備事業
農業経営高度化支援事業

かんがい排水事業

基幹水利施設ストックマネ
ジメント事業

農村地域防災減災事業

基幹水利施設管理事業(一般型)

（受託）県営災害復旧事業

(R8.4.1 時点）

番号 事 業 名 地区名 関係市町 工　期
 総　　　　　量

備考
事　　業　　量
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森林整備課（森づくり推進室） 
 

 森林整備課は、林政企画担当、普及担当及び治山林道担当の３担当並びに森づくり推

進室の森づくり担当及び里山造林担当の２担当の合計５担当体制で、やまがた森林ノミ

クスの推進、庄内海岸林の再生、林業･木材産業の振興、森林組合等林業関係団体の育成

指導、林業労働力の育成、木質バイオマスの利用促進、森林環境譲与税の活用支援、林

業金融の利用、森林病害虫等の防除、地域森林計画の策定・実施、再造林の推進、林業技

術・林業経営の普及・指導、県営林の管理、森林経営管理制度の推進、林道等路網の開設

促進、山地災害の防止、治山・地すべり防止施設の整備、保安林の整備、林地開発行為の

許可、間伐等森林整備の推進、緑化の推進、眺海の森の管理、県民参加の森づくりの推

進等に関する事務などを分掌している。 

 

１ 令和８年度の基本方針 

地域の豊かな森林資源を「森のエネルギー」、「森の恵み」として活かしていく『や

まがた森林ノミクス』を推進し、林業及び関連産業の振興を図り、雇用の創出など経

済効果を生み出して、地域の活性化を推進していく。 

このため、森林資源の利用期に対応した緑の循環システムの構築を目指し、①「川

上対策」、②「川中対策」、③「川下対策」、④「総合的対策」の４つの推進方向に即し

て、森林行政の諸施策を計画的かつ効果的に展開していく。 

庄内海岸林再生プロジェクト会議の中に、「森林再生部会」と「出羽庄内公益の森づ

くり部会」を設置し、「森林再生部会」では二次被害の防止対策の推進、海岸林の再生

技術の検討および苗木等の供給体制の検討及び被害材の活用促進、「出羽庄内公益の森

づくり部会」では県民参加の森づくり活動の推進や県内外からの支援・参画を進めて

いく。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 「川上対策」 

ア 森林経営管理制度（新たな森林管理システム）の定着と展開 

イ 森林の公益的機能の発揮 【※庄内海岸林の再生】 

ウ 県産木材の安定した供給体制の支援 

エ 主伐・再造林の推進 

(2) 「川中対策」 

ア 県産木材の加工流通体制の高度化支援 

イ 県産木材の付加価値の向上 

(3) 「川下対策」 

ア 県産木材の利用推進 

イ 木質バイオマス発電施設や熱利用の促進 

ウ 特用林産物（山菜・きのこ等）の需要拡大 

(4) 「総合的対策」 
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ア 林業労働力の確保 

イ 森づくりへの参加意識の醸成 

 

３ 令和８年度の事業計画 

【林政企画担当】 

(1) 庄内海岸林の再生 

 ア 庄内海岸林再生プロジェクト会議の開催（事務局） 

  (ｱ)松くい虫被害材活用の促進 

イ 出羽庄内公益の森づくり部会の開催（事務局） 

(2) 森林管理・経営の担い手の育成 

ア 森林組合の指導育成 

(ｱ) 一般指導事業 

地域林業の中核的担い手である森林組合の指導を行う。 

(森林組合３組合、生産森林組合 22 組合) 

(ｲ) 常例検査 

森林組合法第 111 条第４項の規定に基づき、森林組合の業務及び会計の状況

を検査する。 

イ 入会林野等の整備 

入会林野等の権利関係の近代化及びその農林業上の利用を図るため、入会集団

及び集団の属する市町に対し認可に向けた指導及び助言を行う。 

ウ 林業労働力対策事業 

労働安全衛生推進のため、林業木材製造業労働災害防止協会山形県支部が主催

するチェーンソー作業従事者の健康診断や講習会等の受講を事業体に働きかける。 

また、県営事業の現場を中心にした安全パトロールや研修会を実施して、労働 

災害の防止と労働安全意識の向上に努める。 

(3) 県産木材の需要拡大 

ア 風土に根ざした｢庄内の家｣づくりの推進 

地域材の地産地消及び利用拡大、良質な地域材の生産振興、地域の住宅産業の 

活性化を図るため、地域材を使用して地域の工務店が建築する風土に根ざした 

  ｢庄内の家」づくりを推進する。 

山形県県産認証材｢やまがたの木｣普及・利用促進事業 

山形県県産認証材を使用した住宅及び民間施設などの新築を支援する。 

イ 木質バイオマス資源の有効利用の促進 

地球温暖化防止と森林資源の有効利用を図るため、松くい虫被害、森林整備、

製材工場等で発生する端材等の木質資源のエネルギー利用を推進する。 

(4) 県産木材の生産振興 

ア 林業金融関係事業 

林業・木材産業事業体の生産活動等を援助するため、次の金融関係事業を実施

する。 

(ｱ) 林業・木材産業改善資金貸付事業 
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森林所有者等の個人や林業・木材関係事業体が経営改善のため、先駆的な取

り組み等を行うために必要な資金に対し、無利子の融資事業を実施する。 

(ｲ) その他の資金 

ａ 公有林造林資金貸付事業 

市町村等の公有林の整備を目的とした長期かつ低利の資金融資事業を実施

する。 

ｂ 日本政策金融公庫資金貸付事業 

農林漁業の生産力の維持増進を目的とした長期かつ低利の資金融資事業を

実施する。 

(ｳ) 木材産業等高度化推進対策事業資金貸付事業 

林業事業体が行う木材の生産及び流通の合理化を促進するため、低利の運転

資金融資事業を実施する。 

イ 高性能林業機械導入支援  

地域産材の低コスト生産を推進するため、林業事業体が行う高性能林業機械の

導入に対し支援する。 

ウ 木材需要拡大のＰＲ 

木材需要の拡大と林業及び木材産業の活性化を目指し、地域材利用の重要性を

広くＰＲするため、「庄内森とみどりのフェスティバル」の開催。 

開催場所 主 催 開 催 日 事 業 内 容 

鶴岡市 

酒田市 

実行 

委員会 

10 月 17、18 日 

10 月 18 日 
木材、木製品の展示及び木工工作体験等 

(5) 緑化推進事業 

緑豊かな潤いのある環境づくりを目指し、地域や学校の緑化整備を行うとともに、

住民の森林に対する意識の高揚を図るため、各種緑化推進事業を行う。 

ア 緑化及び森林、林業に対する意識の高揚 

事 業 名 事  業  内  容 

「緑の募金」運動 募金運動春募金：(4/1～5/31、秋募金：9/1～10/31) 

緑のプレゼント 
緑化木配布に対する支援を行う  

【4/29 眺海の森（酒田市）、エスモール（鶴岡市）】 

(6) 森林環境譲与税 

森林環境譲与税（平成 31 年度から交付）について、市町に対して他県の事例など

情報提供し、効果的な活用を促す。 

 

【普及担当】 

(1) 庄内海岸林の再生 

ア 庄内海岸林再生プロジェクト会議の森林再生部会の開催（事務局） 

 (ｱ)二次被害対策の推進  

 (ｲ)海岸林再生に向けた技術の検討 

 (ｳ)苗木等供給体制対策の構築 
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(2) 再造林の推進 

地球温暖化や災害防止等の森林の公益的機能を維持し、森林資源の循環利用を推

進するため、再造林の重要性の普及啓発を行う。 

(3) 森林施業の集約化等の促進 

木材生産の低コスト化と安定供給、長期的な森林経営受託を図るため、スギ人工

林等要整備森林の施業集約化と森林整備作業の効率化を推進する。 

(4) 多様な森林整備・保全 

ア 森林計画事業 

森林の持つ多様な機能を総合的かつ高度に発揮させるため、地域森林計画の実

行を確保、市町村森林整備計画に基づく森林管理を推進し計画的な森林の整備に

つとめる。 

イ 森林整備地域活動支援交付金事業 

森林所有者等による森林施業の実施に必要な経営計画の作成や施業集約化の促

進、森林境界の確認作業などの地域活動を活発にするため、交付金を協定締結者

に交付し、計画的かつ一体的な森林整備を推進する。 

ウ 県営林事業 

管内の県営林について、適切な管理による県有財産の確保に努めるとともに、

路網の整備と搬出間伐の実施による売払収入を森林所有者に分配し森林整備への

意欲向上を図る。(県営林 19 箇所・548ha) 

エ 森林病害虫被害対策 

(ｱ) 松くい虫被害対策 

近年の夏の高温少雨の影響等によるクロマツの樹勢の衰えなどが要因となって

松くい虫被害が急速に拡大し、単木的な枯れから面的な枯れになっているところ

が出ている。そのため、令和８年度の対応方針としては、被害が比較的少ない遊

佐町北部では、引き続き全量駆除による防除対策を実施し、それ以外の区域では

再生事業を行う。 

 

令和８年度森林病害虫等防除事業一覧 

事 業 区 分 区  分 市町名 事業量 

(1)地方公共団体委託事業 

(国から県が受託国庫 10/10) 

特別伐倒駆除 

遊佐町 

678.2 ㎥ 

無人ヘリ散布 25.9ha 

地上散布 2.7ha 

(2)森林病害虫等被害拡大防

止緊急対策事業（R7 補正）(国

庫 1/2 市町 1/4 県 1/4) 

特別伐倒駆除 

遊佐町 632.7 ㎥ 

(3) 森林病害虫等被害拡大

防止緊急対策事業（R7 補正）

(国庫 1/2 県 1/2) 

特別伐倒駆除 

遊佐町 710.6 ㎥ 

(4)森林病害虫防除事業(R8 特別伐倒駆除 遊佐町 808.0 ㎥ 
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当初 国 1/2、県 1/2) 無人ヘリ散布 遊佐町 19.4ha 

合  計 
 

 
2,829.5 ㎥ 

48.0ha 

 

オ 林業普及指導事業 

(ｱ) 巡回運営指導 

林業普及指導実施計画に基づき、林業普及指導員による巡回普及活動を実施

する。 

(ｲ) 研修会の開催 

ａ 森林経営研修：間伐・再造林技術や森林経営計画を効率的に実行するため

の路網配置、林業機械の導入などについて普及し、森林整備の推進を図る。 

ｂ 特用林産研修会：山菜、きのこの生産技術等を普及し、中山間地域の活性

化と所得の拡大を図る。 

ｃ 森林病害虫研修：マツ、ナラ類等の病害虫対策について、理解を深めると

共に被害拡大の抑制を図る。 

(ｳ) 林業普及情報活動 

普及指導広報誌の編集発行等を行い、林業関係者へ情報提供する。 

(ｴ) 林業技術現地適応化事業(スギ人工林の広域的なゾーニング技術) 

GIS データから抽出したスギ生産林適地と現地との比較を行う。 

(ｵ) 普及指導協力員活用事業(林業技術向上対策事業) 

森林・林業の専門知識・技術を備えた人材を普及指導協力員として選任し、

効率的な普及指導活動に取り組む。 

(ｶ) 森林施業等の実行支援 

着実な森林整備・再造林の進展を図るため、市町村森林整備計画策定や森林

経営計画作成・実行の支援にあたる。  

(5) 特用林産物の生産振興 

特用林産を中山間地域の活力ある産業として定着・発展させるため、生産基盤や

施設の整備等に対し支援する。また、きのこ生産に係る燃油価格等の高騰に伴う生

産経費の上昇（光熱費）等に対し、生産者や関係事業体等からの相談対応や必要な

情報収集伝達等の業務を行う。 

(6) 林業後継者の育成指導 

東北農林専門職大学附属農林大学校や管内高等学校等への講義や実習等の支援を

行うなど、林業後継者を対象とした知識・技術の向上に資する取組を実施する。 

(7) 緑の少年団育成 

次代を担う子供達が緑を守り育てる心豊かな人間に育っていくことを目的に、庄

内地区交流研修会を開催する。 

(8) 森林経営管理制度の推進 

森林経営管理法（平成 31 年４月１日施行）に基づく「森林経営管理制度」につい

て、主体となる市町への技術的な支援などを行う。 
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【治山林道担当】 

(1) 庄内海岸林の再生 

保安林総合改良事業等の推進 

(2) 多様な森林整備・保全 

ア 治山事業計画 

森林の維持造成を通して山地に起因する災害から県民の生命・財産を保全する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒田 酒田市浜中外保安林総合改良

保安林総合改良

本数調整伐、植栽

本数調整伐、植栽酒田 酒田市浜中外18

国庫 遊佐 遊佐町藤崎外

19

国庫 鶴岡 鶴岡市辻興屋外

20

国庫

16 国庫 鶴岡 鶴岡市辻興屋外

17

国庫

明許

明許

保安林総合改良

保安林総合改良

保安林総合改良

本数調整伐、植栽

現年

現年

植栽、調査設計等

植栽、調査設計等

明許

【治山事業】

15

令和８年度治山事業一覧

内容等№

山腹工

山腹工

地すべり防止工

アンカー工、土留工、集水ボーリング工ほか

水位計測、調査設計、集水ボーリング設計

山腹工

落石防護工

谷止工

集水ボーリング工

調査設計

ボーリング洗浄、防護柵工

山腹工

公共外の侍楯経費自然災害 一財等 侍楯 酒田市山寺

14 自然災害 一財等

12
機能強化･老朽化対策(火山)
NN交付金

国庫
庄内地

区
越中山

庄内町肝煎

11
機能強化･老朽化対策(通常)
NN交付金

国庫 真台 鶴岡市今泉

13 自然災害 一財等 中道

道ノ上 酒田市寺田

8 地すべり防止 国庫 君畑 酒田市下青沢

10 緊急予防治山 国庫 宮之前 鶴岡市一霞

明許7 地すべり防止 国庫 君畑 酒田市下青沢

現年

現年

酒田市新出

9 復旧治山 国庫 小倉山

公共外の侍楯経費

事故

公共外の花崎石田経費

事故

事故

5 治山施設災害復旧 国庫 侍楯 酒田市山寺

3 災害関連緊急自然災害 一財等
石田
花崎

酒田市大蕨
庄内町清川

明許

6 治山施設災害復旧 一財等 侍楯 酒田市山寺

4 治山施設災害復旧 国庫 侍楯 酒田市山寺

2 国庫 花崎 庄内町清川

1 国庫 石田 酒田市大蕨事故

事故

災害関連緊急治山

災害関連緊急治山

事業区分等 予算種別 事業区分 地区名 箇所

明許

現年

現年

現年

現年

現年
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イ 保安林整備管理事業 

森林の公益的機能の発揮により、県民生活の安全と生活環境の保全を図るため

の保安林の指定や管理を行う。 

ウ 林地開発行為許可業務 

適正な森林管理を行い、森林の多面的な機能を維持するため、林地開発行為の

許可及び変更等の事務を行う。 

区分 
許   可 

変 更 連絡調整 
小規模林地

開発指導 新 規 変 更 完了検査 

件数 １ ２ ３ ６ １ ７ 

 

(3) 県産木材の生産振興 

ア 林道事業の推進 

森林空間の総合的利用の促進、木材搬出コストの削減及び山村地域の居住環境

の改善を図る。 

イ 林道災害対応への市町村支援 

    令和６年７月、９月発生災害並びに令和７年８月、９月係る復旧支援 

 

 

区     分 数   量 摘       要 

保安林指定調査 1 件 20ha 
 

 

保安林解除調査 2 件 1.44ha 0.80ha+0.64ha 

保安林等立木伐採等許可等事務 80 件 
 

 
伐採許可等 40 件、作業許可 40 件 

25 発注者支援業務

24 国庫 遊佐 遊佐町比子外

23 国庫

現年

現年

保安林保育

保安林保育 酒田 酒田市浜中外

保安林総合改良21 国庫 遊佐 遊佐町藤崎外

22 国庫

現年 植栽、調査設計等

現年

下刈

下刈

一財等 庄内 庄内管内

下刈

現年

保安林保育

工事雑費

鶴岡 鶴岡市西原外

【林道事業】

令和８年度林道事業一覧

№

1
森林管理道開設(県代行)
NN交付金

国庫 念珠関
鶴岡市早田
（山形県）

明許 開設工事

事業区分等 予算種別 事業区分
地区名
路線名

箇所
（ 補助事業者）

内容等
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森づくり推進室 
 

【森づくり担当】 

(1) 庄内海岸林の再生 

  庄内海岸林再生プロジェクト会議の出羽庄内公益の森づくり部会の開催 

県民参加の森づくり活動の推進 

(2) 県民参加の森林づくり 

ア やまがた緑環境税充当事業 

「21 世紀にふさわしい県民と森林との関わり」を構築していくため、森林の直

接的な整備に加え、森林に対する意識の醸成、県民参加の森づくり、森林を含め

た生態系としての自然環境保全活動を推進し、県民全体で森林や自然環境を保全

していく仕組みや、下地づくりを行っていく。 

(ｱ) 出羽庄内公益の森づくり事業 (庄内総合支庁直接要求事業) 

海岸林など庄内地域の森林は、住民の安全安心な暮らしを守るため、先人が

公益の精神に基づき造成してきた地域の財産である。そのため、多様な主体の

協働による森づくり活動を推進し、森林を健全な状態で次世代に引継いでいく

ことを目的とする。 

a 森づくり活動の推進 

・ 県民参加の森づくり活動を推進するため、森づくり活動の開催や森づ

くり活動者への支援を行う（年 20 回程度実施）。 

b 森林環境教育の支援 

・ 森林を守り育てる意識の醸成を図るため、保育園・小・中・高校などに

対する地域ふれあい講座を通して、海岸林等に関する座学、現地体験の

支援を行う (40 回程度予定)。 

c 森づくり活動リーダー研修 

7 林道災害復旧（６年災）
酒田市内

（酒田市）

8 林道災害復旧（７年災） 明許 補助金 鶴岡
鶴岡市内

（鶴岡市）
長沢、神馬沢、南沢

5 林道災害復旧（６年災） 事故 補助金 酒田
酒田市内

（酒田市）
百合沢

明許 補助金 酒田 中野俣２号、熊沢２号

6 林道災害復旧（６年災） 事故 補助金 遊佐
遊佐町内

（遊佐町）
杉沢１号

4 林道災害復旧（６年災） 事故 補助金 鶴岡
鶴岡市内

（鶴岡市）
相模、一枚畑、十石１号、十石２号

2
森林管理道開設(県代行)
NN交付金

国庫 念珠関
鶴岡市早田
（山形県）

橋梁点検診断
三礎林2号､一枚畑､越中山､大道､槙野代

現年3 点検診断･保全整備 補助金 鶴岡
鶴岡市内

（鶴岡市）

現年 測量設計、開設工事
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・ 地域住民等による森林整備活動において、現地で技術指導、安全管理

等の指導的役割を担う人材の技術向上研修を行う（年１回開催予定）。 

・ 研修内容例：森林整備・安全管理の手法、支援制度の活用等。 

d 森の案内人養成研修 

・ 森林環境教育支援者として幅広く活動し、森づくりの普及啓発を行う

「森の案内人」の養成研修を行う（年２回開催予定）。 

・ 研修内容例：野外活動の応急措置、木工クラフト、自然観察等。 

(ｲ) みどり豊かな森林環境づくり推進事業 

・ 目的：地域住民や市町村がそれぞれの地域課題に沿って、独自性を発揮し、

かつ創意工夫を凝らして取り組む森づくり活動等への支援   

・ 内容：地域提案事業（県民提案型と市町村提案型）、市町村里山再生アクシ

ョンプラン事業を設けて下記の対象項目に支援する。 

（補助率:10/10） 

①  豊かな森づくり活動     ② 自然環境の保全活動 

③  森や自然とのふれあい活動  ④ 木に親しむ環境づくり 

・ 事業計画：県民提案型  12 団体  12 事業 

市町村提案型  ２市町   ８事業 

           市町村里山再生アクションプラン事業 ５市町 15 事業 

(ｳ) みどりの循環県民活動推進事業 

森を守り、育て、暮らしに活かす「緑の循環システム」への理解を深め、やま

がた木育を推進するための各種体験イベントの開催 

・ 庄内森とみどりのフェスティバルの開催：鶴岡市、酒田市２会場で開催。 

イ 眺海の森管理整備事業 

多くの県民から森林に親しみ、森林、林業について学んでもらうため、眺海の

森を管理運営するとともに、眺海の森を訪れた人に対し各種体験、学習等を指導

する｢森の案内人｣活動を支援する。 

 また、令和６年７月豪雨により被災した眺海の森遊歩道の復旧、流入した土砂

の撤去等を進める。 

 

【里山造林担当】 

(1) 庄内海岸林の再生 

被害森林整備事業などの推進 

(2) 森林環境緊急保全対策事業(やまがた緑環境税事業） 

経営環境の悪化や森林所有者の高齢化等により管理が行われずに荒廃が進んでい

る人工林や長期間利用されずに活力が低下し病虫害や気象災害などにより荒廃が危

惧されている里山林のうち、県民の生活に大きな影響を及ぼすおそれのある民有林

を復旧・再生するため、環境保全機能を重視した整備を実施し、森林の公益的機能

の高度な発揮を持続的に図る。 

ア 荒廃森林緊急整備事業 

手入れが不十分で荒廃のおそれのある人工林及び里山林の整備（173ha） 
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イ 森林資源再生事業 

再造林に要する経費の支援（20ha） 

(3) 森林施業支援事業等 

森林の有する水資源のかん養や山地災害防止等の多面的機能の維持・増進を図る

ため、植栽・下刈り・間伐や森林作業道開設等の森林整備を推進する。 

 

事  業  名 事業量 実 施 箇 所 等 

森林施業支援事業 

（森林環境保全直接支援事業） 

340ha 

21,600m 

鶴岡市、酒田市、庄内町、遊

佐町 

農山漁村地域整備交付金 

（花粉発生源対策） 
15ha 鶴岡市 

合板･製材・集成材生産性向上・品目転換促進

対策事業 

 21ha 

4,050m 
酒田市 

林業・木材産業成長産業化総合対策事業 
 

35ha 

15,000m 
酒田市 

美しい森林づくり基盤整備交付金 
 209ha 

19,510m 

鶴岡市、酒田市、庄内町、遊

佐町 

合 計 
620ha 

60,160m 
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家畜保健衛生課 
 

 庶務担当及び業務担当の２担当体制で、家畜伝染病の発生予防とまん延防止を図る家

畜防疫、生産性の向上と安全な畜産物を供給するための家畜衛生に関する事業等を担当

している。 

 

１ 令和８年度の基本方針 

豚熱は、平成 30 年 9 月、国内（岐阜県）の養豚場で 26 年ぶりに確認された。感染

が九州まで拡大し、令和８年４月 10 日現在 26 都県 103 事例の発生が確認され、約 445

千頭が処分対象となった。野生イノシシからも豚熱陽性事例（令和８年３月 25 日現在

43 都府県 9,781 頭）が見つかり、感染拡大の一因となっている。防止対策として、令

和８年３月 26 日現在、46 都府県において飼養豚へのワクチン接種を、また 45 都府県

において野生イノシシへの経口ワクチン散布が実施されている。本県でも令和２年９

月から、すべての飼養豚にワクチン接種をしている。しかし令和２年 12 月 25 日に鶴

岡市の養豚場で発生が確認され、1,250 頭の殺処分等の防疫措置を実施した。また令和

３年 12 月 25 日には管内の２養豚場で宮城県の発生農場から種豚等の移入による疑似

患畜 26 頭が確認され、殺処分等の防疫措置を実施した。 

さらに近隣諸国においては、口蹄疫、豚熱及びアフリカ豚熱の発生が継続している。

特にアフリカ豚熱は中国旅行者の携行品からの持ち込みや、韓国内での発生地域拡大

により、日本への侵入が危惧されている。 

また、高病原性鳥インフルエンザは、秋から冬の渡り鳥によるウイルスの持ち込み

に起因する流行を繰り返している。本県でも令和４年 12 月８日に鶴岡市の養鶏場で発

生が確認され、関連農場と併せて 68,382 羽を処分した。今シーズンは令和７年 10 月

の北海道の養鶏場での発生以降、令和８年４月８日現在 15 道府県 23 事例の発生が確

認され約 552 万羽を処分、また全国の野鳥からの本病ウイルスの検出は 142 件となっ

ている。 

このように、これらの特定家畜伝染病が国内で発生していることから、引き続き農

場へのウイルス侵入防止対策強化のため、飼養衛生管理基準の遵守徹底と、発生時に

備えた初動防疫体制の整備が最重要となっている。 

さらに、農場においては疾病低減による生産性向上の推進とともに、高品質で安全･

安心な畜産物への需要の高まりから、農場 HACCP や畜産 GAP への取組みも重要となっ

ている。 

当課は、地域における家畜防疫・家畜衛生の中核機関として、以下の対策に努める。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 家畜防疫対策 

家畜伝染病予防法に基づく検査による監視及び豚熱については併せてワクチン接

種の実施により伝染病の発生予防に万全を期すとともに、発生時に備えまん延防止

体制を強化する。また、畜種ごとに設定されている飼養衛生管理基準については、遵
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守状況の調査・指導を行い、侵入防止対策を図る。 

ア 口蹄疫、豚熱及びアフリカ豚熱 

近隣国及び国内での発生時には、農場に対して迅速な情報提供と注意喚起を実

施し侵入防止対策を徹底するとともに、異常畜発見時の早期通報を指導し、発生

時に備え支部防疫対応マニュアル並びに個別農場対応マニュアルの更新を行い迅

速な初動防疫体制の強化を図る。豚熱については、飼養豚への豚熱予防ワクチン

接種、免疫付与状況等確認検査（抗体検査）及び異常豚のウイルス検査を実施す

る。アフリカ豚熱については、異常豚のウイルス検査を実施する。死亡野生イノ

シシについては、豚熱及びアフリカ豚熱について検査を実施する。 

イ 高病原性鳥インフルエンザ 

近隣国及び国内での発生時には、農場に対して迅速な情報提供と注意喚起を行

い、侵入防止対策を徹底するとともに、発生時に備え支部防疫対応マニュアル並

びに個別農場対応マニュアルの更新を行い、初動防疫体制の強化を図る。また、

モニタリング検査により清浄性を確認する。 

ウ 牛のヨーネ病 

乳用牛、肉用繁殖牛、放牧牛及び県外導入牛について検査を実施する。 

(2) 家畜衛生対策 

家畜の生産性を低下させる疾病の発生を抑え、畜産物の安全性確保のため、各種

調査・指導を実施する。 

ア 監視体制の整備  

家畜衛生に関する情報収集を行い、広報の発行により注意喚起及び指導を行う。

また、家畜伝染病の発生時に備え、農場の位置情報、疫学情報の更新・整備を行

う。 

イ 生産性向上の推進  

特に牛や豚の下痢、肺炎等の生産性を低下させる疾病の対策に重点を置き、原

因究明、有効な対策の検討と指導、衛生的な飼養環境づくり等の疾病対策を行う。 

ウ 畜産物の安全性向上  

獣医師、動物用医薬品販売業者及び生産者に対し、動物用医薬品の適正使用等

の啓発・指導に努める。  

(3) 病性鑑定 

獣医技術の研鑽と検査機能の充実強化に努め、迅速かつ正確な病性鑑定を行う。 

(4) 放牧衛生対策 

公共放牧場における小型ピロプラズマ症の発症予防対策及び牛伝染性リンパ腫の

感染防止対策を実施する。 
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３ 家畜防疫事業 
(1) 家畜防疫事業（監視伝染病の発生状況等を把握するための検査等） 

事  業  名 計画頭羽数 実施時期 摘  要 

県
告
示
に
基
づ
く
検
査 

牛の結核検査 － 年間 種付けの用に供する雄牛 

及び輸入牛 牛のブルセラ症検査 － 年間 

牛のヨーネ病検査 400 年間 

乳用牛定期検査（旧酒田

市、庄内町）、放牧前検

査、着地検査 

蜜蜂の腐蛆病検査 200 5～11 月 県外転飼養蜂 

アカバネ病検査 40 6～11 月 抗体動態調査 

牛 

小型ピロプラズマ症検査 330 4～10 月 放牧牛 

牛伝染性リンパ腫検査 220 年間 抗体検査 

伝達性海綿状脳症（牛）検査 － 随時 サーベイランス 

伝染性疾病の検査 3,500 年間 臨床検査 

豚 

オーエスキー病検査 480 年間 抗体検査 

豚熱検査 1,180 年間 抗体検査 

豚熱・アフリカ豚熱検査 － 年間 抗原検査 

豚繁殖呼吸障害症候群（PRRS）検査 255 年間 抗体検査 

伝染性疾病の検査 85,000 年間 臨床検査 

鶏 

ニューカッスル病検査 70 年間 抗体検査 

高病原性鳥インフルエンザ検査 190 年間 抗体検査、培養検査 

伝染性疾病の検査 510,000 年間 臨床検査 

羊 
伝達性海綿状脳症（めん山羊）検査 3 随時 サーベイランス 

伝染性疾病の検査 270 年間 臨床検査 

馬 伝染性疾病の検査 31 年間 臨床検査 

全般 

着地防疫検査  随時 県外導入 

畜舎消毒指導  随時  

病性鑑定  随時  

予防 

注射 
豚熱ワクチン 160,900 随時 
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(2) 家畜衛生関係（消費・安全対策交付金事業） 

事 業 名 内    容 
実施 

時期 

１ 監視体制の整備・強化 ・家畜衛生推進会議の開催 5 月 

・精度管理の適切な実施 

・家畜衛生に関する情報の収集、広報の発行 

・動物由来感染症監視体制の整備  ①立入調査 ②検査 

・防疫マップの整備 

4～3 月 

２ 家畜の伝染性疾病のまん

延防止 

・家畜の生産性を低下させる疾病の低減 

  ①検査、疫学調査 ②衛生管理指導 

4～3 月 

３ 畜産物の安全性向上 ・鶏卵衛生管理体制整備 

① 調査検査 ②衛生的な鶏卵の生産体制推進 

・動物用医薬品販売業者等の調査、指導 

・医薬品使用実態調査・薬剤耐性検査 

①菌分離 ②薬剤感受性検査 

4～3 月 

(3) 畜産振興に関する事業等 

事 業 名 内    容 
実施 

時期 

１ 種畜衛生検査 家畜改良増殖法第 4 条に基づく種畜の衛生検査 5 月 

２ 畜産環境保全対策事業 畜産農家の環境汚染発生防止のための調査・指導 4～3 月 

３ 飼料安全性確保強化指導 飼料使用基準遵守の徹底を図り安全な畜産物の供給を期する

ための指導調査、農家巡回指導、給与飼料の調査 

4～3 月 

４ 食肉検査データ還元事業 食肉衛生検査所から提供されると畜検査等のデータを活用す

ることにより、家畜衛生の向上を図る 

4～3 月 

５ 県産畜産物の品質向上 県産種雄牛・地鶏など県特産物の振興業務への協力 随時 

６ 獣医事及び飼育動物診療

施設の指導 

適正な獣医療を提供するため、獣医師法及び獣医療法に基づ

く検査・指導 

随時 

７ 研修会等 講習・講話会、研修会の開催、講師派遣等 随時 
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Ⅵ 建 設 部 
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副主幹 総務専門員
（兼）課長補佐 （兼）総務係長

経理主査
（兼）経理係長

行政主査
（兼）行政係長

副主幹
（兼）課長補佐（技術総括担当）

課長補佐
 

（総括・用地担当）

課長補佐
  

（総括・都市整備担当）

 

課長補佐
　

（道路・橋梁整備担当）

道路管理主幹 課長補佐
（維持管理担当）

    

    

課長補佐
（総括・河川海岸工事担当）

課長補佐
（河川維持調査・ダム担当）

課長補佐
（砂防担当）

 

課長補佐
(総括・指導営繕担当）

行政専門員 行政係(3)

経理主査

建設部組織図

建設部長 建設総務課長 総務係(2)

経理係(5)

シニア専門員

建設技術調整主査

用地専門員

橋梁主査(2)

用地担当(3)

自動車運転担当

橋梁担当(5)

都市整備担当(3)

建設技術・事業
調整担当

シニア専門員

シニア専門員

維持管理担当(4)

鶴岡分所(11)

酒田分所(10)

道路整備主査

用地課長

道路計画課長

道路整備担当(4)

都市整備主査

維持管理担当(4)

建築課長

（兼）鶴岡分所長
（兼）酒田分所長

道路管理専門員 道路管理主査

道路維持主査(2)

審査指導主査

河川砂防課長

道路維持専門員

庄内地域豪雨
災害復旧対策
室長

河川海岸整備主査シニア専門員

河川管理主査

審査指導担当(3)

住宅営繕担当(2)

砂防管理主査  

荒沢ダム管理課長 ダム管理主査 ダム管理担当(5)

室長補佐 災害復旧主査(2) 災害復旧担当(3)

シニア専門員

自動車運転担当(2)

砂防整備主査

ダム管理主査 ダム管理担当(7)

砂防担当(2)

河川海岸工事担当(1)

河川維持調査担当(5)
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建設総務課 
 

 総務担当、経理担当、行政担当及び建設技術・事業調整担当で、部内職員の服務・給

与・旅費、部内関係課の予算経理・入札執行・税外収入、道路法・河川法・建設業法・

屋外広告物条例・盛土規制法等の許認可及び部内外の調整に関する事務等を分掌してい

る。 

 

１ 令和８年度の基本方針 

建設部内各課との連携を強化し、予算の適正かつ効率的な執行、入札・契約事務の適

正な執行とともに、道路・河川等関係の諸法令の適正な執行による建設行政の円滑な推

進に努める。 

また、安全・安心な地域づくり、高規格道路網の充実による広域交流の拡大などに向

けて建設部内外との調整を行うほか、若者の地元建設業への就業促進の取組みを支援す

る。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 入札・契約及び支払事務の適正な執行 

(2) 道路・河川等関係法令の適正な執行による建設行政の円滑な推進 

(3) 景気や雇用など地域経済への影響を考慮した公共工事の早期発注や工事量の平準 

 化 

(4) 盛土規制法の許可 

      

３ 令和８年度の事業計画 

(1) 入札・契約及び支払事務の適正な執行 

入札事務の執行に当たっては、公告や通知内容並びに落札者決定等について、複

数体制で確認するなど点検の強化を図る。 

支払事務の適正化を図るため、日常的な進行管理や点検を組織として確実に実施

する。 

(2) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく施策の推進 

公共工事については、早期発注や年間の工事量の平準化を部内各課に促すととも

に、工事の性質などに応じた多様な入札制度の活用を図る。 

(3) 道路・河川等関係の諸法令の適正な執行による建設行政の円滑な推進 

道路・河川等を適切に管理するため、継続的に巡視などを行うとともに、関係法

令に係る許認可事務の適正化を図る。 

(4) 建設業法の適正な執行による建設業の健全な発展の推進 

建設業を営む者の法規等の理解の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図るた

め、建設業法や関係法令の遵守徹底を指導するとともに、建設業法に係る許認可事

務を適正に執行する。 
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(5) 屋外広告物の適正化による景観の保全及び安全管理の確保 

違反屋外広告物の改善指導を行うとともに、巡回調査などを通じて掲出基準の遵

守徹底を図り、良好な景観の保全に努める。また、屋外広告物の安全点検の実施を

徹底させ、落下事故防止を図る。 

(6) 建設部職員スキルアップ塾の企画・運営 

部内各課の協力のもと、建設部や市町の技術系職員などが幅広い知識を身につけ、

実務担当者としてのスキルアップを図るための研修会（スキルアップ塾）の企画・

運営を行う。 

(7) 建設業への就業促進の取組み 

庄内地域の経済活動を活性化し、県民生活を守る建設業への若者の就業促進や離

職防止を図るための支援を行うとともに、建設業の魅力などのＰＲに努める。 

(8) 職員の服務、安全衛生及び所管施設等の適切な執行と管理 

部内職員の給与、旅費、被服貸与等の適正執行と安全衛生の推進。公用車の安全

運行と所管施設等の適正管理。会計年度任用職員や情報公開に関する事務を適切に

行う。 

(9) 盛土規制法に係る許可及び巡視 

令和７年４月30日から運用された盛土規制法の手続について、事前相談があった

際は真摯に対応し、法令の遵守徹底を指導するとともに許認可事務を適正に執行す

るほか、定期的に巡視調査を行う。 

 

  ◇自動車及び建設機械現有台数状況 〔建設部管理〕   （令和8年4月1日現在） 

車  種 台数 機械名 台数 機械名 台数 

ステーションワゴン 15 除雪トラック 6 作業車 3 

バン 11 グレーダ 20 道路維持車(路面散水) 4 

河川パトロール車 3 ロータリ 18 道路パトロール車 5 

トラック 1 ドーザ 50   

軽自動車 2 小型除雪車(搭乗式) 34 計 158 

公共応急作業車（普通特殊） 3 小型除雪車(ハンド式) 4   

  凍結防止剤散布車 12  

合   計 

 

192 
計 35 小型ダンプ 2 
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用 地 課 
 

用地取得担当において、以下の事務を分掌している。 

 (1) 土木事業の施行に伴う土地等の取得・借入及び補償に関する事務 

 (2) 廃川・廃道敷地等の管理及び処分に関する事務 

 (3）国土交通省所管国有財産（法定外公共物）に関する事務 

 (4) 公有地の拡大の推進に関する法律に関する事務 

 (5) 鳥海南工業団地県有敷地の管理に関する事務 

 (6) 国有林野の借受に関する事務 

 (7）取得した事業用地の登記事務 

 

１ 令和８年度の基本方針 

事業効果を早期に発現させるため、計画的かつ効率的な用地取得に努める。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 災害復旧事業等の用地取得に対する迅速な対応 

(2) 相続や共有地等に関する登記事務の着実な推進 

 (3) 職員のスキルアップのための各種研修等の実施 

 

３ 令和８年度の事業計画 

(1) 用地取得補償 

街路整備 

（都市計画道路） 

①本町東大町線（酒田市本町一丁目） 

②羽黒橋加茂線（鶴岡市苗津町） 

③道形黄金線（鶴岡市泉町） 

道路整備 

（道路建設） 

①余目温海線（鶴岡市黒川） 

②湯田川羽前水沢停車場線（鶴岡市水沢） 

③面野山鶴岡線（鶴岡市豊田） 

④国道 345 号（鶴岡市木野俣） 

⑤国道 112 号（酒田市山居町～本町） 

⑥余目松山線（庄内町提興屋～酒田市竹田） 

⑦国道 112 号（鶴岡市金沢） 

道路維持 

①余目温海線（鶴岡市湯温海）   ②酒田遊佐線（遊佐町吉出） 

③たらのき代大網線（鶴岡市大網）④平田鮭川線（酒田市山元）

⑤砂越停車場山楯線（酒田市砂越）⑥羽黒立川線（庄内町狩川） 
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河川整備等 

(河川改修等) 

①荒瀬川（酒田市観音寺～上青沢） ②月光川（遊佐町江地） 

③中野俣川（酒田市中野俣）      ④湯尻川（鶴岡市森片） 

砂防・急傾斜 

・地すべり等 

①長五郎沢（酒田市生石）    ②越沢川（鶴岡市小名部） 

③大波渡川（鶴岡市堅苔沢）   ④小俣川外（鶴岡市上田沢） 

⑤小屋渕川（酒田市北青沢）  ⑥槙の代（鶴岡市槙代） 

⑦由良（鶴岡市由良）     ⑧工藤沢（庄内町科沢） 

⑨内田元（鶴岡市中清水）   ⑩牛沢（庄内町三ヶ沢） 

⑪大針（鶴岡市大針） 

用地先行取得 一般国道４７号戸沢立川道路（戸沢村古口～庄内町狩川） 

(2) 廃川・廃道敷地等の処分 

公共事業の施行に伴い生じた廃川・廃道敷地の処分を推進する。 
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道路計画課 
 

都市整備担当、道路・橋梁整備担当及び維持管理担当の３担当と鶴岡分所、酒田分所で、

都市計画事業、流域下水道事業、道路改築事業、橋梁事業、道路企画調査、道路の維持管

理、除雪事業、災害復旧事業及び高規格道路関連に関する事務を分掌している。 

 

1 令和８年度の基本方針 

  山形県第４次総合発展計画の「政策の柱５：未来に向けた発展基盤となる県土の整備・

活用」の実現に向け、県民の生活を支え、地域の特性を生かしながら国内外の活力を呼

び込む多様で重層的な交通ネットワークの形成を図る。 

 庄内地域における具体的な実施方針としては、道路中期計画(令和６年３月改訂)にお

ける｢みちづくり３つの柱と９つの施策｣に基づき、庄内管内道路の課題や特性に応じた

交通基盤整備を推進し、高速交通網を形成する日沿道と拠点施設や観光地とを結ぶアク

セス機能の向上並びに変化に富んだ地域内の幹線道路や生活道路等の環境改善に重点的

に取り組む、庄内地域のみちづくりビジョン“自然・文化・歴史をまもり地域産業をい

かす「庄内」のみちづくり”の実現を目指す。 

 併せて、「令和６年７月豪雨」からの復旧復興の礎となる、災害復旧事業を進める。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 都市計画事業 

快適で住みよい都市環境の整備と活力ある街づくりを進めるため、その基盤となる

都市計画街路の整備を推進する。 

(2) 流域下水道事業 

流域下水道管理施設のうち、重要路線に埋設されている管路・マンホール施設の耐

震化を推進する。 

(3) 道路整備事業 

ア 生活圏間、主要都市間の交流連携を進めるため、隘路区間の拡幅・バイパス整備

を推進する。 

    イ 生活幹線ネットワークを形成し、地域振興を支える、県管理国道･県道の新設･改

築や渋滞対策等を推進する。 

ウ 人に優しいみちづくりに取り組み、通学路などの歩道空間の安全対策及び視距改

良を推進する。 

    エ 緊急輸送道路に位置する老朽橋梁の更新、橋梁の耐震化及び危険箇所の防災対策

工事に取り組み、地震時の緊急輸送道路ネットワーク機能強化を推進する。 

   オ  橋梁・トンネルなどの社会資本の機能を良好に維持し、長期にわたって安全・快

適を県民に提供し続けるための｢長寿命化対策｣に取り組む。 

カ  道路の新規事業化に向けた各種調査等を行う。 

(4) 道路の維持管理及び除雪事業等 

ア 自然災害等に対して安全で信頼性の高い道路網を確保するため、災害と雪に強い

みちづくりを推進する。 
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イ パトロールを強化し安全で円滑な道路交通を確保するため管理の万全を図りつ

つ、住民のニーズに応えられるようふれあいの道路愛護事業などを推進し、地域住

民と一体となった取組みを行い、良好な道路環境の確保を図る。 

(5) 災害復旧事業 

  令和６年７月豪雨からの早期復旧を図るため、道路災害復旧事業を進めるとともに、

荒瀬川災害復旧助成事業の橋梁２橋の架替事業を推進する。 

(6) 高規格道路関連等   

ア  県高速道路整備推進室との密接な連携のもとに、関係市町、関係諸団体と協力し、

日本海沿岸東北自動車道及び新庄酒田道路に関する整備促進の要望活動を実施する。 

イ 格子状ネットワークの整備促進及び早期全線事業化を図るため、庄内管内市町、

隣県、関係団体と連携し地域が一体となって、より効果的な情報発信活動に取り組

む。 

ウ 市町が主体となる道の駅の整備に関し、関係機関との調整及び事業実施に向けた

支援を行う。 

 

３  令和８年度の事業計画 

(1) 都市計画担当   

都市計画街路事業 

 ○施策⑧「街なかに賑わいを創出するみちづくりの推進」(道路中期計画) 

  ・(都)羽黒橋加茂線   鶴岡市苗津町地内 

 ・(都)道形黄金線      鶴岡市泉町地内 

 ・（都)本町東大町線      酒田市本町 地内 

(2) 下水道担当    

最上川下流流域下水道事業(庄内処理区) 

 ・酒田幹線外管渠耐震工事     三川町押切新田外 

・松山幹線管渠布設工事      庄内町廿六木外 

 (3) 道路・橋梁整備担当（橋梁） 

道路施設長寿命化対策事業(橋梁)   

○施策④「防災・減災に向けた道路の機能強化と災害発生時の対応の迅速化」 

(道路中期計画)  

・（国）１１２号         金沢陸橋（鶴岡市金沢) 

・（国）３４５号       最上川橋（庄内町狩川） 

・（主）庄内空港立川線    両田川橋（三川町猪子）など 

○施策⑥「予防保全型維持管理などによる計画的な道路施設の長寿命化と効率的な道路維持

管理の推進」(道路中期計画)  

・（国）１１２号       実生橋（酒田市山居町） 

・（国）３４５号       三川橋（鶴岡市大宝寺） 

・（国）３４５号       最上川橋（庄内町狩川） 

・（一）湯田川大山線     森片橋（鶴岡市森片）など 

(4) 道路・橋梁整備担当（道路）   

ア 道路改築事業 
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○施策④「防災・減災に向けた道路の機能強化と災害発生時の対応の迅速化」 

(道路中期計画) 

・（一）余目松山線     庄内橋工区(庄内町提興屋～酒田市竹田) 

○施策⑤「人にやさしく安全・安心な道路整備に向けた多様な取組の推進」 

(道路中期計画) 

・（一）湯田川羽前水沢停車場線  水沢工区（鶴岡市水沢） 

・（一）面野山鶴岡線       豊田工区（鶴岡市豊田） 

○施策⑦「生活圏間・都市圏ネットワーク及び生活幹線道路の整備推進」 

(道路中期計画) 

 ・（国）３４４号     安田バイパス(酒田市安田) 

 ・（国）３４５号     一本木工区(鶴岡市温海川～木野俣) 

  ・（国）３４５号      平沢（１）工区(鶴岡市平沢） 

 ・（主）菅野代堅苔沢線    山五十川（１）工区（鶴岡市山五十川） 

イ 交通安全道路事業   

○施策②「広域道路ネットワークを活かす追加 IC（スマート IC含む）及び ICや拠

点へのアクセス道路の整備促進」 

(道路中期計画) 

・（国）３４５号     鼠ヶ関工区（鶴岡市鼠ヶ関) 

○施策⑤「人にやさしく安全・安心な道路整備に向けた多様な取組の推進」 

(道路中期計画) 

・（国）１１２号     本町工区（酒田市本町) 

・（主）余目温海線     黒川工区（鶴岡市黒川） 

ウ みちづくり調査費 

・（一）菅里直世下野沢線   飽海郡遊佐町直世     （道路中期計画） 

 (5) 道路維持管理担当  

ア  維持管理の概要 

県が管理を行う道路として、一般国道112号(47.8km)、同344号(27.7km)、同345

号(100.8km)の3路線のほか、主要地方道16路線(239.1km)、一般県道50路線(437.8km)

の合計69路線(853.1km)を維持管理している。 

管理体制として、建設部道路計画課鶴岡分所・酒田分所を配置している。 

イ 道路災害防除、雪寒（防雪）事業 

○施策④「防災・減災に向けた道路の機能強化と災害発生時の対応の迅速化」 

(道路中期計画) 

・（国）３４４号   酒田市北青沢(スノーシェッド) 

・（主）余目温海線      鶴岡市湯温海（法面対策工） 

・（一）月山公園線      庄内町立谷沢(法枠工) 

・（一）勝浦法木線      酒田市飛島(法枠工) 

・（一）砂越停車場山楯線   酒田市山楯（防雪柵工） 

ウ 道路施設長寿命化対策事業（トンネル・防雪施設等） 

○施策⑥「予防保全型維持管理等による計画的な道路施設の長寿命化と効率的な道

路維持管理の推進 (道路中期計画) 
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・（一）板井川下山添線      鶴岡市西荒屋外(消雪設備修繕) 

・（一）温海川木野俣大岩川線  鶴岡市大岩川（あつみ温泉ﾄﾝﾈﾙ照明施設更新） 

エ 冬期交通の安全確保を図るため、除雪指定路線全線を除雪業務委託として実施す

る。(道路中期計画) 

・除雪交換路線        県実施(市町村道） 43.7km   

                     市町村実施(県道） 42.4km   

オ 道路保全事業 

・（一）宮野浦坂野辺新田線   酒田市宮野浦外（側溝整備） 

(6) 災害復旧事業 

   ・（主）酒田遊佐線       6年災7427号外（遊佐町吉出）など 

   ・（国）３４４号        白玉橋外橋梁予備設計（酒田市大蕨外） 

(7) 高速道路関連等  

｢庄内発！格子状ネットワーク全線開通促進活動事業｣により、庄内管内市町、新潟・

秋田両県及び関係団体と協働し、日沿道県境区間の事業促進や新庄酒田道路、横断道

酒田線の未整備区間の早期事業化に向けた地元の機運醸成を図るため、セミナーを開

催し、啓発用の地域活性化プロジェクトマップを作成する。 
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河川砂防課（庄内地域豪雨災害復旧対策室） 

 

 河川維持調査担当、河川海岸工事担当、砂防担当、ダム管理担当及び豪雨災

害復旧対策担当の５担当で、管内における河川・海岸・砂防関係施設及びダム

（月光川・田沢川・温海川）等の維持管理と、河川事業、海岸事業、砂防関係

事業、ダム関係事業、災害復旧事業に関する事務を分掌している。  

 

１ 令和８年度の基本方針  

集中豪雨等による自然災害から生命・財産を守るため、ハード整備とソフ

ト対策を組み合わせた水害・土砂災害対策等を「やまがた水害・土砂災害対

策中期計画2019～2028」、「最上川下流・中流 緊急治水対策プロジェクト」及

び「二級河川日向川水系・月光川水系 緊急治水対策プロジェクト」に基づき

取組みを推進する。 

また、「川は地域の共有財産」であるという共通認識のもと、地域住民や企

業等との協働による維持管理活動を推進する。  

 

２ 令和８年度の重点目標 

 (1) 河川 

ア 洪水危険箇所に係る防災体制づくりの強化。 

イ 避難判断が速やかに出来るための、防災情報の提供と地域防災力・災

害対応力の強化。 

ウ 優先度に応じた効果的な河川施設整備の推進と維持管理計画・長寿命

化計画に基づく効率的・効果的維持管理。 

エ 地域住民や企業等との協働による維持管理・地域づくりの推進。 

(2) 砂防  

ア 分かりやすい防災情報の発信と地域防災力の強化。 

イ 人家が集中している箇所等、重点整備箇所の対策強化及び災害発生箇

所における再度災害を防止する施設整備の推進。 

ウ 施設機能保全計画に基づいた定期点検と計画的な施設の改築。 

(3) 海岸 

海岸の侵食防止を図るための海岸侵食対策事業の推進。 

(4) ダム管理 

洪水調節や発電等のダム機能を正常に確保するための維持・管理と効率

的な補修・更新の実施。 

(5) 河川流下能力向上・持続化対策 

 堆積土砂・支障木対策及び渓流保全対策等による洪水被害の防止。 

 (6) 災害復旧 

     令和6年7月の大雨で被災した河川管理施設等の復旧・復興の推進 
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３ 令和８年度の事業計画 

(1) 河川事業 

ア 河川整備補助事業 

・宇津野沢川 （庄内町千本杉地内）・中野俣川（酒田市中野俣地内） 

・新井田川（酒田市新青渡地内）・湯尻川（鶴岡市白山～森片地内） 

・矢引川（鶴岡市矢引地内）・月光川（遊佐町江地～遊佐地内） 

・滝渕川（遊佐町直世地内） 

イ 河川管理施設長寿命化対策事業 

・丸岡分水堰及び青竜寺川水門（鶴岡市丸岡地内） 

・京田川排水樋門（庄内町吉方外地内） 

ウ 河川流下能力向上・持続化対策事業 

・（日向川水系）荒瀬川外(酒田市市条地内外) 

(2) 砂防関係事業 

ア 大規模特定砂防等事業（通常砂防） 

・温海川流域（鶴岡市湯温海地内） 

・荒瀬川流域（酒田市北青沢地内） 

イ 大規模特定砂防等事業（火山砂防） 

 ・日向川（酒田市升田地内） 

ウ 土砂災害対策事業 （防災安全・火山噴火） 

・鳥海山（酒田市・遊佐町） 

エ 土砂災害対策事業 （防災安全・通常砂防） 

 ・大波渡川（鶴岡市堅苔沢地内）・東光坊沢（酒田市楢橋地内） 

 ・越沢川４（鶴岡市小名部地内）・牛沢（庄内町三ヶ沢地内） 

 ・長五郎沢（酒田市生石地内） 

オ 砂防メンテナンス事業（砂防） 

 ・小俣川・鱒淵川 （鶴岡市上田沢地内） 

カ 砂防自然災害防止事業（砂防） 

 ・桃木沢（鶴岡市山五十川地内）・小屋渕川（酒田市北青沢地内） 

ク 砂防等災害関連緊急対策事業（砂防） 

 ・小屋渕川（酒田市北青沢地内） 

ケ 緊急浚渫推進事業 

・小屋渕川（酒田市北青沢地内） 

コ 砂防メンテナンス事業（急傾斜地） 

 ・松の木（庄内町肝煎地内）・鍋倉（１）（酒田市北沢地内） 

サ 土砂災害対策事業 （防災安全・急傾斜地) 

・内田元（鶴岡市下清水地内）・由良（３）（鶴岡市由良地内） 

シ 砂防自然災害防止事業（急傾斜地） 

 ・大針（鶴岡市大針地内）・加茂（鶴岡市今泉地内） 

 ・内田元（鶴岡市下清水地内）・城山１、２（鶴岡市大山地内） 

 ・大道東（酒田市南平沢地内） 
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ス 砂防関係施設長寿命化事業（単独急傾斜地） 

・鷲嶽沢（鶴岡市西目地内） 

セ 大規模特定砂防等事業（地すべり） 

・槇の代（鶴岡市槇代地内） 

  ソ 砂防自然災害防止事業（地すべり） 

   ・工藤沢（庄内町科沢地内） 

タ 砂防関係施設長寿命化事業（単独地すべり） 

・大網外（鶴岡市大網外地内） 

  チ 土砂災害警戒避難情報提供事業 

   ・赤川圏域 

(3) 海岸事業 

海岸保全対策事業 

・比子地区海岸（侵食対策）（遊佐町比子地内） 

・宮海地区海岸（老朽化対策）（酒田市宮海地内） 

 (4) ダム事業 

ダム整備事業 

 ・田沢川ダム（堰堤改良）（酒田市山元地内） 

・月光川ダム（洪水調節強化、堰堤改良）（遊佐町吉出地内） 

・温海川ダム（堰堤改良）（鶴岡市温海川地内） 

 (5) 災害復旧事業 

  ア 災害復旧助成事業 

    ・荒瀬川（酒田市観音寺～北青沢） 

  イ 災害復旧事業（荒瀬川災害復旧助成事業区間を除く） 

    ・6年災 河川：41河川119箇所、ダム：1箇所、砂防：1箇所 

     合計121箇所 
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建 築 課 
 

審査指導担当及び住宅営繕担当の二担当により、管内における各種法律に基づく建築

物に関する申請及び届出等の審査、県有施設の設計及び工事監理、県営住宅の管理及び

保全、各種住宅支援制度に関する事務を分掌している。 

 

(1) 審査指導担当の主な業務 

ア 建築基準法に基づく建築確認申請の審査及び完了検査及び建築許可、特殊建

築物の定期報告受理及び違反建築物に関する業務 

イ 建築物防災点検に関する業務 

ウ 都市計画法に基づく開発行為等の許可に関する業務 

エ 山形県みんなにやさしいまちづくり条例に基づく届出の審査に関する業務 

オ 景観法に基づく届出の審査に関する業務 

カ 空家等対策推進特措法に基づく空家対策に関する業務 

キ 建築物の耐震診断、耐震改修の促進に関する業務 

ク 応急危険度判定士の登録に関する業務 

ケ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく届出の審査及び認定に

関する業務 

コ やまがた省エネ健康住宅認証制度に関する業務 

サ やまがた省エネ健康住宅新築支援事業費補助金に関する業務 

シ やまがた省エネ健康住宅・再エネ設備パッケージ補助金に関する業務 

ス 中古住宅流通促進事業費補助金に関する業務 

セ 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定に関する業務 

ソ 長期優良住宅促進法に基づく認定に関する業務 

タ 住宅瑕疵担保履行法に基づく届出の審査に関する業務 

チ 建設リサイクル法に基づく届出（通知）の審査に関する業務 

ツ 建築士法に基づく建築士・建築士事務所の指導に関する業務 

テ 宅地建物取引業に基づく申請（届出）の受付に関する業務 

(2) 住宅営繕担当の主な業務 

ア 県有施設の設計及び工事監理等の業務、定期点検に関する業務 

イ 県営住宅の整備・管理及び保全に関する業務 

ウ サービス付き高齢者向け住宅事業の登録・審査に関する業務 

エ セーフティネット住宅供給促進事業に関する業務 

オ 住宅リフォーム支援事業に関する業務 

カ 社会資本整備総合交付金、防災・安全総合交付金及びがけ地近接等危険住宅移

転促進事業に関する業務 

キ やまがたの木造住宅建設担い手育成事業に関する業務 

ク 農林施設及び福祉施設等の設計審査及び確認検査に関する業務 
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１ 令和８年度の基本方針 

県内の雇用・景気対策と良質な住まいの確保のための住宅新築等への支援、民間建

築物の安心・安全のための防災対策や耐震対策による良質なストック形成、県有施設

の適正な維持管理を推進する｡  

(1) ヒートショックによる事故の防止、ゼロカーボンに向けて住宅における冷暖房負

荷を更に低減させるため、やまがた省エネ健康住宅の普及に努める。 

(2) 建築基準法等の法令に則った良質な建築物ストックの形成に努める。 

(3) 県有施設の営繕及び福祉施設等審査を通して、良質な公共施設整備に努める。 

(4) 県有施設の定期点検等を通して、県有施設の安全性の確保に努める。 

 (5) 良質な建築物の供給や適正な設計、工事監理業務等を実現するため、業界（建設

会社、建築士事務所等）との連携に努める。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) やまがた省エネ健康住宅認証制度の周知、促進を図る。 

(2) 住宅支援事業（新築住宅建設支援・住宅リフォーム支援）の利用促進を図る。 

(3) 新築建築物においては、建築基準法に基づく建築確認、完了検査等を適正且つ 

迅速におこなう。 

(4) 既存建築物においては、特殊建築物の定期報告や防災点検を通じて建築物の防災

指導に努める。 

(5) 県有施設の定期点検、施設点検の充実を図る。 

 

３ 主要業務の実績状況 

               （単位：件） 

No 項       目 
年  度 

３ ４ ５ ６ 7 

① 建築基準法に基づく確認申請の受付件数 57 39 35 24 18 

② 建築基準法に基づく完了検査申請の受付件数 42 39 23 29 21 

③ 建築物及び建築設備の定期報告の受付件数 437 460 470 432 464 

④ 宅地建物取引業法による事務所の登録件数 125 124 129 130 134 

⑤ 山形の家づくり利子補給の利用者数 136 104 － － － 

⑥ やまがた省エネ健康住宅の認定件数 5 10 65 47 52 

⑦ 
やまがた省エネ健康住宅新築支援事業費補助金の

利用者数 
－ － 45 47 44 

⑧ 建設リサイクル法に基づく届出・通知の受付件数 592 545 554 549 541 

⑨ 
みんなにやさしいまちづくり条例による届出の 

受付件数 
13 12 4 13 8 

⑩ 景観法に基づく届出の受付件数 7 9 4 4 2 

⑪ 長期優良住宅の認定件数 66 55 50 58 50 

⑫ 瑕疵担保履行法に基づく届出の受付 315 312 371 279 121 

⑬ 県営住宅の管理戸数 720 720 720 720 720 
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⑭ 県有施設の定期点検実施件数 40 42 44 53 58 

⑮ 応急危険度判定士の登録件数 254 226 222 217 214 

⑯ 民間建築物の防災点検件数 0 4 7 2 2 

⑰ サービス付き高齢者向け住宅の新規登録件数 0 0 0 0 0 

⑱ サービス付き高齢者向け住宅の更新登録件数 4 4 2 2 4 

  ※⑤山形の家づくり利子補給制度は令和５年度からやまがた⑦省エネ健康住宅新築支援事業

費補助金へ制度移行 
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荒沢ダム管理課 
 

荒沢ダム（多目的ダム）の管理に関する事務を分掌している。 

 

１ 令和８年度の基本方針 

ダム施設の適切な維持管理を行い、一級河川赤川の洪水調節、水力発電及び流水機能

維持（灌漑含む）が安全に機能できるように努める。 

 

２ 令和８年度の重点目標 

(1) 洪水調節等に伴う放流時の安全確保 

放流を行う場合、ダム下流の水位上昇による水難事故が起こらないよう下流住民へ 

の警報（サイレン吹鳴・スピーカによる避難放送）とパトロールを行い、安全を確保 

する。 

(2) 農業用水の補給 

「赤川水系渇水情報連絡協議会」で、関係機関との情報交換を行い、補給調整を図る。 

(3) 危機管理 

豪雨や渇水が予想される場合には関係機関への早期の情報提供に努め、地震やテロ 

対策については防災訓練等によりダムの危機管理に備える。 

(4) 再生可能エネルギー（流木）の利用促進 

ダム貯水池における漂着流木を撤去し、再生可能エネルギーとして利用促進を図る。 

 

３ 令和８年度の事業計画 

(1) ダム整備事業 

ダム管理設備更新工事を計画的に実施し、ダム堤体の健全化と適切なダム管理のた 

め、新管理庁舎の電源設備の設置を行う。また、老朽化した照明設備の更新工事を実 

施する。 

(2) 荒沢ダム管理演習 

５月中旬に、洪水時における関係機関への通知、ダム操作等を的確に行うための演 

習を実施する。 

(3) 「森と湖に親しむ旬間」事業 

５月３１日（日）に、鶴岡市朝日庁舎が主になって開催される「タキタロウまつり」 

に共催し、ダム監査廊案内等を行い、積極的なダム管理のＰＲを図る。 

ダムの諸元（参考）                    （発電はリニューアル工事のため停止中） 

 

ダム名 位置 鶴岡市 目的 治水・発電 補給内容 農業用水

湛 水 面 積 高 さ 63.0m 最大発電力 14,000kw

総 貯 水 量 提 頂 長 195.5m 常時発電力 4,800kw

有 効 貯 水 量 計画高水量 1,200m3/s 給 水 区 域 －

洪 水 調 節 量 計画放流量 360m3/s 給 水 量 －

利 水 容 量 調 節 流 量 840m3/s S28～S30

12,000ha

か
ん
が
い

発
電

都
水

補 給 面 積

治
水

貯
水
池

型 式

施工期間

30,870千ｍ3

17,570千ｍ3

30,870千ｍ3

荒沢

1.892㎞2

ダ
ム

重力式
ｺﾝｸﾘｰﾄ

流 域 面 積 162.0㎞2

41,420千ｍ3
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